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令和３年第２回上天草市議会定例会会議録 

令 和 ３ 年 ３ 月 ５ 日 

午 前 １ ０ 時 開 議 

議 場 

１．議事日程（第１７日目） 

  日程第 １ 議案第３８号 令和２年度上天草市一般会計補正予算（第１７号） 

 日程第 ２ 一般質問 

１．田中 万里君 

（１）コロナ禍によるこれからの観光商工振興策について 

（２）これまでの一般質問を行った答弁への取組状況について 

２．西本 輝幸君 

（１）樋合地区リゾート開発について 

３．木下 文宣君 

（１）テレワーク実施企業等の受け入れについて 

４．田中 辰夫君 

（１）過去４年間で一般質問をしたことの現状について 

（２）新大矢野図書館建設について 

       ５．島田 光久君 

         （１）上天草市の３０年後の将来構想について 

         （２）上天草市の財政事情と財政運営について      

                                             

 

２．本日の出席議員は次のとおりである。（１６名） 

   議長 園田 一博 

   １番 木下 文宣    ２番 何川  誠    ３番 嶋元 秀司 

   ４番 田中 辰夫    ５番 何川 雅彦    ６番 宮下 昌子     

７番 髙橋  健    ８番 小西 涼司    ９番 新宅 靖司 

  １０番 田中 万里   １１番 北垣  潮   １２番 島田 光久 

  １３番 津留 和子   １４番 桑原 千知   １５番 西本 輝幸   

                                             

 

３．本日の欠席議員は次のとおりである。（０名） 

   な  し 
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４．会議事件説明のため出席した者の職・氏名 

市 長  堀江 隆臣   副 市 長  村田 一安 

教 育 長  高倉 利孝   総 務 部 長  宇藤 竜一 

企 画 政 策 部 長  花房  博   市 民 生 活 部 長  水野 博之 

建 設 部 長  小西 裕彰   経 済 振 興 部 長  山本 一洋 

健 康 福 祉 部 長  坂田 結二   教 育 部 長  山下  正 

上天草総合病院事務部長  森  千壽   水 道 局 長  桑原 成明 

                                             

 

５．職務のため出席した者の職・氏名 

 議 会 事 務 局 長  海﨑 竜也   局 長 補 佐  山川 康興 

 主 幹  倉橋 大樹    

                                             

 

開議  午前１０時００分 

○議長（園田 一博君） おはようございます。 

 出席議員が定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

 本会議の開催に先立ちまして、議会運営委員会が開催されましたので、その報告を求めます。 

 議会運営委員長。 

○議会運営委員長（島田 光久君） おはようございます。 

 本会議の開催に先立ちまして、議会運営委員会を開催し、追加議案について審査しましたので、

その結果について御報告を申し上げます。 

 追加議案は、議案第３８号、令和２年度上天草市一般会計補正予算（第１７号）の１件です。 

 議案等３８号につきましては、本日の本会議の日程に追加し、委員会付託を省略し、質疑討論

を経て採決することに決定いたしました。 

 皆様の賛同を賜りますよう、お願い申し上げ、委員長報告を終わります。 

○議長（園田 一博君） それでは、お諮りします。ただいまの委員長報告のとおり決定するこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 御異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長の報告のとおり

決定しました。 

                                             

 

日程第 １ 議案第３８号 令和２年度上天草市一般会計補正予算（第１７号） 

○議長（園田 一博君） 日程第１、議案第３８号、令和２年度上天草市一般会計補正予算（第
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１７号）を議題といたします。本案について、提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○市長（堀江 隆臣君） おはようございます。 

 追加議案につきまして御説明いたします。 

 追加議案として、令和２年度上天草市一般会計補正予算（第１７号）の予算議案を提出してお

ります。議案の詳しい内容につきましては、総務部長より説明をいたしますので、議員の皆様に

おかれましては、御審議をいただきまして、御承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（園田 一博君） 次に、執行部から、議案内容の説明を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（宇藤 竜一君） おはようございます。よろしくお願いいたします。 

 追加議案書その２の１ページをお願いいたします。 

 議案第３８号、令和２年度上天草市一般会計補正予算（第１７号）について御説明いたします。 

 皆さんの御手元に説明文を配付していますので、読み上げて説明いたします。なお、100万円

以下の補正につきましては、説明を省略させていただきます。 

 予算書１ページを御覧ください。 

 歳入歳出それぞれ1億2,635万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を238億9,212万7,000円と

するものでございます。 

 予算書４ページを御覧ください。 

 第２表の繰越し明許費の補正は、２５（款）衛生費、１０（項）保健衛生費、新型コロナウイ

ルスワクチン接種体制整備等事業ほか２事業、合計3億57万4,000円を令和３年度へ繰越して事業

を実施可能とするものでございます。 

 歳入について御説明いたします。 

 予算書７ページを御覧ください。 

 ６５（款）国庫支出金、１５（項）国庫補助金は、5,457万3,000円を増額するものでございま

す。内訳といたしまして、２０（目）衛生費、国庫補助金において、新型コロナウイルスワクチ

ン接種体制確保に係る国庫補助金5,457万3,000円を増額するものでございます。 

 ８５（款）繰入金、１５（項）基金繰入金、１０（目）財政調整基金繰入金7,178万5,000円の

増額は、歳出予算との調整によるものでございます。 

 歳出について、主なものを御説明いたします。 

 予算書８ページを御覧ください。 

 ２５（款）衛生費、１０（項）保健衛生費は3,915万8,000円を増額するものでございます。主

なものといたしまして、２０（目）予防費において、新型コロナウイルスワクチン接種体制の構

築に向けた準備を進める中、会計年度任用職員１人の増員が必要となることから、報酬169万

3,000円、個別接種時のワクチンの取り出し手数料262万6,000円、コールセンターの人員を一人

増員及び集団接種会場の対応を職員から人材派遣業者への委託に変更することから、人材派遣社
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員委託料1,589万5,000円、集団接種会場設営委託料356万8,000円、個別接種が可能な病院へのワ

クチンの小分け配送及び冷蔵ボックスの改修委託料810万円、ワクチン接種記録システム構築委

託料100万円、医師等の集団接種会場への移動等に要する車両等借上料487万4,000円、集団接種

会場使用料652万8,000円を増額する一方、集団接種時の対応を、職員から人材派遣業者への委託

に変更することから、時間外勤務手当496万2,000円、ワクチン運搬用タクシー使用料をタクシー

会社への委託に変更することから、タクシー使用料165万円を減額するものなどでございます。 

 ４０（款）１０（項）商工費は8,720万円を計上するものでございます。内訳といたしまして、

１５（目）商工振興費において、国による緊急事態宣言や県独自の緊急事態宣言により、存続の

危機にある事業者を支援するため、令和３年１月、または、２月の事業収入が、前年または前々

年同月比３０％以上５０％未満減少している事業者を対象に交付する上天草市事業継続支援一時

金3,500万円を計上するものでございます。２０（目）観光費において、県内在住者を対象に、

宿泊料の２分の１を助成し、上天草市への宿泊を喚起するための熊本限定緊急宿泊助成事業業務

委託料5,220万円を計上するものでございます。 

 以上が、令和２年度上天草市一般会計補正予算（第１７号）の概要でございます。 

 提案理由といたしましては、予算を定めるには、地方自治法第９６条第１項第２号の規定によ

り、議会の議決を経る必要があります。 

 これが、この議案を提出する理由でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（園田 一博君） これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 質疑なしと認めます。これから、討論を行います。討論はありません

か。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第３８号を採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 御異議なしと認めます。したがって、議案第３８号は可決することに

決定しました。 

 お諮りいたします。ただいま、議案第３８号が可決されましたので、これに伴って、議案第１

２号との間で、条項、字句、数字、その他の整理が必要となります。つきましては、会議規則第

４３条の規定により、整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） 御異議なしと認めます。したがって、条項、字句、数字、その他の整

理は、議長に委任することに決定しました。 
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日程第 ２ 一般質問 

○議長（園田 一博君） 日程第２、一般質問。 

 通告があっておりますので、順次、発言を許します。 

 １０番、田中万里君。 

○１０番（田中 万里君） おはようございます。 

 私どもも、今期最後の一般質問となりましたが、これまで様々なことをこの場で提案してきま

した。そのまとめと、やはりコロナ禍によって様々な業界業種へ影響が出ております。その点も

含めて、一般質問を取上げていきたいと思います。 

 まず、初めに、順番では、（１）にコロナ禍による観光商工振興についてと記載しております

が、これは、順番を変えて質問いたしたいと思いますので、御対応のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 先ほど述べたように、この４年間で、私もこの場で１４回の一般質問を行わせていただきまし

た。その中で、今後の取組について、前向きに検討する、そして、検討すべきである、対応すべ

きであるというような答弁をいただいておりました。全てにおいて、最後ということで、まとめ

として質問をしたかったんですけど、時間の都合がありますので、その中でも、今、市民に関心

が高い部分について質問をしたいと思います。 

 なお、今議会で、それに関連する予算も計上してあることは認識しております。また、昨日の

委員会の中でも、その辺について、私が質問し、丁寧な答弁をいただいたところもございますが、

委員会のほうは、広く市民に伝わりにくい部分もございますので、この場で再度同じ質問になり

ますが御了承ください。 

 まず、初めに、これまでの一般質問を行った答弁への取組状況ということで、さきの議会で、

私はインターネット環境、光回線の整備の進捗状況について、整備について質問をいたしました。

その後、補正予算で組まれて計画等が立てられました。その後の進捗状況について、お尋ねした

いと思います。 

○議長（園田 一博君） 総務部長。 

○総務部長（宇藤 竜一君） よろしくお願いいたします。 

 本市の光回線の整備状況といたしましては、現在のところ、約８０％の行政区において整備が

完了しております。未整備地区につきましては、令和２年１１月から、総務省の高度無線環境整

備推進事業を活用し、事業実施者により、令和３年度中の整備完了に向け、調査設計を行ってい

るところでございます。 

 今後のスケジュールといたしましては、令和２年度中に未整備地区の調査設計を完了させ、本

年４月から改修工事に着手し、令和４年３月末までに、上天草全域に光回線の整備を完了させる

予定でございます。 
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 以上です。 

○議長（園田 一博君） 田中万里君。 

○１０番（田中 万里君） この部分については、質問をした際、市長のほうからも、早急に環

境整備をしなくてはならないということで取り組んでいただきました。今の部長の答弁の中で

も、令和４年には、上天草市全てにこの光回線のネットワークが構築できるということで、や

はりこれからの生活環境には、この光回線というのは、もう空気や水、大げさに言えば、そう

いうものと同じぐらい必要不可欠なものとなるんではないかと思います。特に、今回、令和３

年度の予算の事業の中にもワーケーション事業の推進など、様々なこういう光回線が絡む事業

も提案してございました。やはり光回線の拡大で、先ほど申し上げたワーケーション事業はも

ちろんのこと、今後、もし、仮に、また学校が休校等になったら、このリモート学習や、そし

て、今度は、一次産業のネット販売などにも大きくつながると思いますので、私も大きな期待

をしております。 

 続きまして、学校及び通学路等への防犯カメラ設置に向けて、その後の取組ということで、こ

れも、来年度の予算に補助金が200万計上してあります。重複する点もございますが、よろしく

お願いいたします。 

○議長（園田 一博君） 総務部長。 

○総務部長（宇藤 竜一君） 私のほうからは、通学路等への防犯カメラの設置につきまして御

説明いたします。 

 令和２年度において、市内１２３の自主防災組織に対し、ニーズ調査を実施いたしました。そ

の結果、約半数の自主防災組織から、設置要望が確認出来たことから、今、お話がありましたよ

うに、上天草市防犯カメラ設置補助金交付要綱を制定し、令和３年４月１日から施行することと

しております。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 教育部長。 

○教育部長（山下  正君） おはようございます。よろしくお願いいたします。 

 私のほうからは、学校の施設のほうで答弁をさせていただきます。 

 学校施設への防犯カメラの設置につきましては、事故や不審者の侵入の記録など、犯罪捜査は

もとより、その抑止効果も期待されることから、児童生徒や学校関係者の安全確保に有効である

と考えてはおります。また、学校内で起きるいじめや暴力行為についての抑止効果が期待される

とし、令和２年度には、問題を抱える学校の保護者からの設置要望があり、検討を行いましたが、

まだ現在では、課題が多いと感じているところです。防犯カメラの設置には、被撮影者のプライ

バシーや個人情報保護の観点から、学校施設においては保護者全体の理解を得る必要があり、具

体化には至っておりません。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 田中万里君。 
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○１０番（田中 万里君） 通学路については、地域の自主防災と連携をして、今回、言うなれ

ば、安全安心な通学路の確保ということでできる運びとなりました。まだ小字区の半分以上か

らの申込みがあっているということで、まだまだこの辺は市民に伝わってない部分があるかと

思うので、これが市民に伝わり次第、その地区の自主防災のほうにも、そこの地域の人たちか

ら、うちの地域でもこういう箇所が危ないと。子供たちの通学路であると。付けてくださいと

いう要望が高まると私は思っております。その際は、今回200万という予算を計上してあります

が、やはりこの部分は、安心安全な地域の生活を守るためにも、殺到した場合には、ぜひとも

補正予算ででも対応していただければと思います。よろしくお願いします。 

 また、教育部門については、必要性等は認識しておりますが、様々な課題が多いということで、

まだ実施には至っていないということで、先ほど言われたように、保護者の同意というような答

弁がなされました。実は、私もＰＴＡにもう長年携わって、上天草市のＰＴＡ、天草郡市のＰＴ

Ａ連合、そして、熊本県のＰＴＡ連合の役員もさせて貰っております。その中でも、この防犯カ

メラの設置というのは、いろいろな保護者から、やはりメリットデメリットをとったときに、メ

リットのほうが大きいと思うんですよ。先ほど、教育部長からも答弁があったように、まずは事

故、そして、不審者の侵入とか、いじめの抑止力にもなると私も思っております。 

しかしながら、同意等が必要というのであれば、上天草市のＰＴＡ連合等を通じてアンケー

ト等をとって、その声が高いようならば、今後、前向きに検討していただければと思いますと同

時に、室内が厳しいのであれば、まずは、正門や裏門、人が出入りするところに設置をする方向

で考えていただければと思います。熊本市においては、熊本市全ての学校に、今後、防犯カメラ

を付けるというような発表もされていたんではないかと思います。それだけその部分については、

皆さん保護者はデリケートになっておりますので、ぜひとも、今後、前向きに取り組んでいただ

ければと思います。どうでしょうか。 

○議長（園田 一博君） 教育部長。 

○教育部長（山下  正君） 貴重な御意見ありがとうございます。保護者の方々とは、協議は

進めていくべきだろうと思いますし、今おっしゃられた正門とか、そういうところに関しては

可能性はあるのかなというふうには思っております。ただ、やっぱりいろんなことを学校の中

で抱えてる子供たちもおりますので、その辺のところの配慮も必要かなというふうには、現在

のところ思ってるところです。ただ、通り一辺倒の答弁だけではなくて、その辺のことは、も

っと具体的に検討すべきというふうには考えております。 

○議長（園田 一博君） 田中万里君。 

○１０番（田中 万里君） ぜひとも、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、高規格道路開通後の地域コミュニティーを維持するための施策はということで挙

げております。これは、米印で集団移転地の確保や調査の考えと記載しておりますが、これも前

回質問をいたしました。高規格道路を開通後に、多いところでは、何軒もの家が移転をしなくち

ゃならないという地域もございます。その部分を考えて、やはり生まれ育ったその地域を離れた
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くないという方も中にはおられます。その部分について、今後、集団移転地の確保や調査の考え

などはないか、お尋ねいたします。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） おはようございます。よろしくお願いいたします。 

 ただいま議員からありました地域コミュニティーの維持、あるいは、集団移転地の確保、その

前提となる各種調査の考え方などにつきましては、事業主体である県に相談を行いつつも、地域

のことは市で考える必要があるかと考えておりますので、市でできることはどういうものかを考

え、まずは、できることから前向きに検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（園田 一博君） 田中万里君。 

○１０番（田中 万里君） 事業主体が、今述べられたように、県ということは私も理解してお

りますが、県が事業主体でございますが、影響を受けるのは、この上天草地域でございます。

やはり、この地域のことは、我々議員を初め、そして、市長と、また執行部の皆さんと考えて

いかなきゃならないことだと思います。今後、やはりまずは、もう今ある程度の具体的な立ち

退きになる家等もわかってきたかと思います。そういうところに、県のほうと協議を進めて、

アンケート等をとるなり、例えば、地域を離れたく、言うならば、これは、県の事業でやむを

得ず離れなくなるようなことです。なので、県には強い姿勢で、反対とか賛成じゃなくて、こ

ういうのを進める上では、やはり皆さんが１００％でなくても、１００％に近い数字に納得し

てから、そういう移転等を考えてもらうようにしなければならないと思いますので、やはりア

ンケート等をとって、仮に私どもできることなら地域に移転先があれば、その生まれたその地

域で過ごしたいという声があるのであれば、そこで、またさらに次のステップで県のほうと協

議をして、市のほうで、そういう集団移転地の場所の確保とか、そういうのも今後働きかけて

いったらどうかと私は強く思っております。いかがでしょうか。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） 御提案ありがとうございます。 

 建物の移転補償でありますとか、代替地の関係、こういったところは、市の建設部のほうで県

のほうと連携をしてまいるかと思います。それから、私ども企画政策部のほうでは、地域コミュ

ニティー、そういった切り口からも対応をしてまいります。そういったことで、市の関係部、そ

れから、県にも働きかけを行いながら、今、議員、御提案御心配いただいているようなことがき

っちり進むように対応はしてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 田中万里君。 

○１０番（田中 万里君） 今、言われたように、私は、この答弁の中で、建設部長からも、や

はり高規格道路には建設部が非常に密接に関係しておりますので、よければ今私の質問を受け

て、今後、その辺の調査等を進めていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 
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○議長（園田 一博君） 建設部長。 

○建設部長（小西 裕彰君） よろしくお願いいたします。 

 移転先のことで、地区より要望等ございましたら、県のほうとよく協議いたしまして、上天草

市としても、発展のためにも協力していきたいと考えております。 

○議長（園田 一博君） 田中万里君。 

○１０番（田中 万里君） 心強い答弁をいただいて、やはりここにおられる人たちが上天草市

の市民でございます。県の事業は県が推進していく中で、我々はこの１番に考えなくてはなら

ないのが、この上天草地域のことだと思います。その部分では、執行部の方たちも強気で上天

草市の市民の生活を守るという気概のもとに対応していただければと思います。よろしくお願

いします。 

 まちづくりについては、昨日の委員会の中でも、今後、慶応義塾大学と連携をして、様々な取

組をされていくということでありますので、この辺は省きたいと思います。 

 続いて、（４）ＩＣＴ教育の現状と課題についてお尋ねいたします。 

○議長（園田 一博君） 教育部長。 

○教育部長（山下  正君） ＩＣＴ教育の現状につきましては、ギガスクール構想を実現する

ため、国の交付金等を活用して、市内小・中学校の児童生徒１人に１台のタブレット端末を配

置し、普通教室等への電子黒板等の導入に加え、校内の高速無線ＬＡＮ等の整備を、昨年１２

月までに完了させております。校内のＩＣＴ環境の整備に積極的に取り組んできたというふう

に考えております。 

 また、学校教育での活用におきましては、プログラミング教育など、新学習指導要領に即した

授業が展開しやすくなり、あわせて、本市におきまして、独自に導入した学習用ドリルなどの教

育ソフトを活用することで、一人一人の習熟度に応じた個別学習ができるようになっております。

さらに、災害や感染症の発生等による緊急時においても、オンライン学習などＩＣＴの活用によ

り、子供たちの学びの補償が確保できる環境を整えているところでございます。 

 急速な教育のＩＣＴ化に即応し、効率的効果的な活用を図るため、教職員への支援を目的とし

て、学校を巡回するＩＣＴ支援員を配置して、教職員のＩＣＴ活用能力の向上を目的とした研修

等もあわせて行っているところでございます。児童生徒が情報モラルを含む情報処理能力を身に

つけ、情報社会に適応していく力を備えることが重要とされていることから、今後は、教育の質

をさらに高めながらも、子供たちの学習、子供たちの学力向上を図るため、ＩＣＴ教育の推進に

取り組んでまいるところでございます。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 田中万里君。 

○１０番（田中 万里君） １０月１日から、この１人１台のタブレットはスタートしたんです

かね、上天草市は。県内でも、補正予算でこのタブレットの購入を、他の自治体よりも先駆け

て取り組んだことで、熊本県内でも早い時期に全生徒への１人１台のタブレットが出来たんじ
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ゃないかと、私は思いますと同時に、やはり他の地域の保護者の方たちと話せば、やっと４月

から始まるとか、そういう声も聞かれる中で、上天草市は先行してこうやって取り組んだこと

は、私は本当に大きい成果があったと思っております。 

 私が、前回もちょっとお話ししたんですけど、このＩＣＴ支援員についてです。まだ先生たち

の中では、やはり、私どもも授業参観で見させていただきました。本当に私どもが小さいときの

授業風景と違って、１人１台タブレットを持って動画を見ながらするような授業もあったり、ま

た、この間、登立小学校においては、上天草市全体の勉強会があった際にも、リモート授業でそ

れを行ったということを聞いて、こういう時代が着々と進んでいるというのを実感しました。 

 このＩＣＴ支援員は、今現在、例えば、以前質問したときは月に２回来られるという話だった。

現在の状況は、どうなっているんでしょうか。 

○議長（園田 一博君） 教育部長。 

○教育部長（山下  正君） 現在も変わらないところで、各学校を巡回してるというふうに思

っております。 

○議長（園田 一博君） 田中万里君。 

○１０番（田中 万里君） やはり学校においては、タブレットが動かなくなったりとか、そう

いうのがたまに起こるそうですので、そういうときに、子供たちが不自由がないような環境づ

くりというのは、しっかり教育委員会のほうで支えていってくださればと思います。 

 また、もう１点お尋ねしたいのが、今、１０月から始まって、やっぱり子供たちが扱うものな

ので、落として壊したりするじゃないですか。そういう場合はどうなるんですか。子供たちが、

逆に弁償しなくちゃならないのか。それとも、学校で弁償なのか。分かる範囲で大丈夫ですけど。 

○議長（園田 一博君） 教育部長。 

○教育部長（山下  正君） 現実、修理はもう何台か出ております。こちらのほうの予算で今

は対応しているところです。あと、機器の元々の不具合というのもありますので、そこはケー

スバイケースですが、子供に賠償がというのは、ごく稀なケースになってくるんじゃないかと

思います。 

○議長（園田 一博君） 田中万里君。 

○１０番（田中 万里君） この辺でも、学校のほうと視察に行った際には、心配されておりま

して、ちょっとこれは別件で、私のほうもＰＴＡのほうの共済保険があるので、そういうのが

活用出来ないのかなというのも、今度その共済の本部のほうに、お尋ねしようかと思っており

ます。やはり子供たちが使う分で、わざとじゃなくても落としたりする子供たちが非常に多い

というようなことを聞いておりますので、またその辺も取り組んでいきたいと思います。 

 続きまして、（５）の上天草市未来への夢をつなぐ天草五橋奨学金返還助成金基金条例の一部

改正、今回の議会の中で議案第１号として提案されております。これは、質疑の中でもお尋ねい

たしました。これまで上天草市の奨学金だけが、言うなれば該当する部分を、その他の部分も該

当するようにしていただき、もう大変ありがたいと私は思っております。前回のとき、私は定住
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だけのみをと言われましたが、その部分は、また今後の課題として置いといて、今回、やはり２

歩も３歩も前進したんではないかと思います。目的である若い世代の定住、そして、仕事につな

がるんじゃないかという期待もしております。この中で、今回条例を改正した中で、質疑の中で

もお尋ねしましたが、その他というのが、いろんなその他があると思うんです。この間、質疑の

中では、日本支援学生支援機構を述べられましたが、例えば、医者を目指す人が、医療関係の財

団から補助を借りる、そういう奨学金を借りていたりもするかと思うんですけど、それに、その

ほかの部分とか、そういう部分は、今後は、どういうふうに改正されるんでしょうか。要綱等の

見直しについて、どういうふうに要綱を変えられるのかお尋ねします。 

○議長（園田 一博君） 教育部長。 

○教育部長（山下  正君） 現在は、要綱の見直しに向けて、原課において協議を進めている

ところではございます。いろんな奨学金がございますので、本市の奨学金の補填みたいに１０

０％というふうにはいかないケースが多々あるだろうと思います。償還年の関係もございます

し、金額の問題というのもあると思いますが、そこでできるだけ不利にならないようなところ

で検討を進めているところでございます。また、具体例としては、今、答弁は出来ないような

ところです。 

○議長（園田 一博君） 田中万里君。 

○１０番（田中 万里君） 今後、この要綱等の見直し等で、上限額とか、期間とか、そういう

のも決まってくるんではないかと思うんですが、できる限り使い勝手がいいような要綱として

定めていただければと思います。質疑のときもこれ申し上げましたけれど、こういう制度をし

ても、使う人がいなければ絵に描いた餅になるかと思うんですよ。なかなか今の保護者も、ま

だこういう制度があるというのを知らない人も随分いますので、質疑の中で答えられたように、

いろいろな方法でこの周知を図っていただきたい。それと同時に、大学等へも掲示板があるそ

うなんですよ。例えば、大学とか、そして、今保育士不足とか、あるいは、看護師不足で、こ

の上天草市の病院や保育園も大変頭を痛めておられます。そういう専門の学校にも訪問してか

ら、そういう活動をしていただければと思います。 

 同時に、やはり働く場の確保ということで、地元に企業を置いていらっしゃる病院関係とか、

歯医者さんを初め、そういうところもこういう制度があるというのを知らない人が多く経営者が

おりますので、そういうところにも周知すれば基金ですので、寄附金等も、今後増えるんじゃな

いかと思っております。その辺の周知活動も、ぜひともよろしくお願いいたします。 

 続きまして、（６）の交通安全プログラムの進捗状況についてお尋ねします。 

○議長（園田 一博君） 教育部長。 

○教育部長（山下  正君） お答えいたします。 

 教育委員会では、上天草市通学路交通安全プログラムに基づきまして、道路管理者や警察等の

関係機関と連携して、通学路の安全確保に向けた取組を推進しているところでございます。 

 具体的には、令和２年１２月末時点の交通安全プログラムの進捗状況については、危険箇所等
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として上がってきている総箇所数が１７１ヶ所で、このうち施設改修等の対策が可能な箇所が１

１８箇所ございます。令和２年度までに、７１ヶ所の安全対策を実施予定でございまして、実施

率は６０％になる見込みです。緊急性の高いところから、順次、計画的に対策を進めております。

また、道路の構造上、ハード対策が出来ない５３ヶ所につきましては、警察によるパトロール巡

回等の実施や、学校での児童生徒への安全教育の徹底を図ることにより、事故防止に努めている

ところでございます。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 田中万里君。 

○１０番（田中 万里君） この交通安全プログラムにのっとって、国等の交付金や補助金を活

用して進められて、今、６０％と。数字的には１００％には届いておりませんが、地域の方か

らは、危険箇所を優先順位をもって早急に対応していただいたことに対して、安心の声が聞か

れております。プログラムを作るのは教育委員会であって、今度は、実施するのが建設部とい

うことで、今年度は、上天草市の地域の一部では、我々がここで以前お願いをしたカラー舗装

の整備等も実施していただきました。やはりまだ低学年の子供たちは、学校に通うときも、帰

るときもふらふらふらふらして、あっち行ったり右に行ったり左に行ったりして、我々が車を

運転してても危ない状況です。でも、カラー舗装になれば、注意もするし、危険防止にもつな

がるんじゃないかと思っております。また、今後も、あと４０％、これが全て達成出来て、子

供たちが安心安全な学校へ通えるような環境づくりというのを邁進していただければと思いま

す。よろしくお願いします。 

 では、１番のコロナ禍によるこれからの観光商工振興策について、お尋ねいたします。 

 これは先ほどの私の一般質問する前に、市のほうも様々な点で考えていらっしゃるというのが

わかって、重複しますけどお尋ねいたします。 

コロナ禍によって様々な業種にダメージを与えた。中でも、観光と飲食業は、それに関連す

る卸売業者にとっては、先が見えない状態がいまだに続いております。そのような中、これまで

取り組んできた観光政策については、コロナ禍を想定した政策の見直しが急務であるかと私は考

えております。来年度、そして、これからの観光戦略について、まず、お尋ねいたします。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（山本 一洋君） お答えいたします。 

 議員御指摘のように、昨年の緊急事態宣言、今年の２回目の県の緊急事態宣言ということで、

宿泊客数が大幅に減少しております。市外からの人を上天草市に呼び込まなければならない観光

にとって、新型コロナウイルス感染症の拡大によって、人の制限されることは大きな障壁となっ

ております。新型コロナウイルスのワクチン接種が始まったとはいえ、今後も、一定期間は、感

染の拡大と縮小を繰り返すものと想定され、拡大感染期においては人の動きが制限されることか

ら、感染症減少期において、先ほど御承認いただきました誘客キャンペーンのような需要喚起の

カンフル剤が必要だと感じております。コロナ禍の中では、新しい観光の可能性として、マイク
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ロツーリズムやアウトドアツーリズム、ワーケーションなどの推進が叫ばれています。 

 マイクロツーリズムについては、本市の観光客は、約半数が県内客であり、もともとマイクロ

ツーリズムの要素を備えていたことから、県内の他の自治体よりナナメ上な食や温泉、自然、海

などを中心にした、県内プロモーションを今後も継続してまいりたいと考えております。 

 また、アウトドアツーリズムに関しましては、コロナ前から本市が取り組んできたところであ

り、本市の方向性が間違っていなかったと捉えております。今後も、上天草市の自然景観を生か

したトレッキングやサイクリング、海洋レジャーなどに力を入れてまいりたいと考えております。 

 新型コロナウイルス感染症が治まった折には、関東関西都市圏のインバウンドの需要も十分あ

り得ますので、これらの観光客を取り込んでいかないと、将来的な観光客の増加にはつながって

いかないものと考えております。そのためにも、安心して来ていただく観光地の環境づくりも大

切になってまいります。市の新しい生活様式導入推進補助金の活用で、民間施設の感染防止対策

も進んでいるところであり、事業者の努力も必要となってまいります。本市の魅力を高め、旅行

先に選ばれるナナメ上な観光地として、ブランドイメージの発信に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

○議長（園田 一博君） 田中万里君。 

○１０番（田中 万里君） 今、部長も答弁にあったように、また、さきの議会でもこの観光産

業の疲弊した部分を補うために予算を追加してあります。私も、いろんな方から相談を受けて、

今回、一般質問に至ったんですが、その前に、市のほうにもいろんな方からのそういう切実な

声が届いていたのを形として表していただいたことには感謝申し上げます。やはり今部長が言

われたように、今後の観光についても、私このワーケーション事業について、と、アウトドア

ツーリズム、今部長も答弁で言われて、今までせこせこせこせこずっとこういうワーケーショ

ンというのは２０００年に出た言葉ではございますが、このアウトドアについては、今までず

っと取り組んできて、今、本当に第三次アウトドアブームというぐらいこのコロナ禍によって、

自然で満喫する遊びというか、そういうのがこれから非常に需要が高くなるんじゃないかと思

います。そのためにも、キャンプ場はある、海はある、サイクリングはできる、山登りはでき

るというですね、まさにこれから上天草市の時代じゃないかと、観光の時代じゃないかと私は

思っております。ワーケーションにしても、自然の中で仕事ができる。バケーションをしなが

ら仕事をするのが、このワーケーションと言いますが、本当上天草市のためにつくられたもの

ではないかというぐらい、私は期待をしております。我々は、地域に住んでるので、地域のよ

さがわからない部分も中にはあるかと思うんですけど、よそから来られた人は、やはり本当

我々が見て、毎日見てる海でも、よその方は、うわー、こういうとこで仕事ができればいいな

という方がたくさんおられますので、来年度、再来年度に向けて、この辺の取組というのはし

っかりとやっていただきたいと思います。と同時に、今回補正予算で組まれて、今からこの安

心安全なコロナ対策が出来ている地域が、やはり観光地としても選ばれると思います。その部

分は、ＣＭでも打って、今後はそういうＰＲ等を行っていくべきだと思っております。どうぞ
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よろしくお願いいたします。 

 続きまして（２）の飲食店などに県から時短要請協力金等の措置が講じられたが、飲食店に食

材等を卸す業者へ何の措置もとられず、関係業種の市民は悲鳴を上げている。市として、その業

種の助成等は考えているかと質問を出しておりますが、さきの追加予算で、国、県に漏れた業種

のそういう卸業者にも３０％から５０％ですか、５０％満たないところにも、市のほうで独自に

助成金をやるということで、私は、本当に市民のそういう職種の人たちが困っているときに、国、

県にも漏れた人たちまで手厚く優しく対応をしていただける市に対しては、市民も本当に安心す

るかと思います。大変財政的に厳しい部分もあるかと思いますが、そのために、これまでいろい

ろ何か災害やこういうときのために基金等も積み上げてきたんじゃないかと思います。厳しい時

代が来ますけど、これを乗り切れば、きっとまたあのときはああだったよなと笑って過ごせると

きも来るかと思いますので、やはりここは、市としては、自信を持って市民を助けると思ってい

ろいろな施策を打っていただければと思います。 

 ぜひとも市長にもその期待を込めております。最後に、市長に答弁をよろしくお願いします。

まとめでお願いします。 

○議長（園田 一博君） 市長。 

○市長（堀江 隆臣君） 今まさに、新型コロナウイルスのワクチン接種に向けての動きが、国

全体、世界全体で進んでいるわけなんですが、今回ワクチン接種が順調に仮に接種が進んだと

しても、恐らくいわゆるＷＨＯが終息宣言を出すような状況になるには、多分数年かかるんじ

ゃないかなというふうには思ってます。そう考えると、先ほど御質問をいただいた観光産業等

も含めて、全ていろんな産業が新しい生活にどうやって適応していくかという、それぞれの業

界で今の状況に適応していくことが必要になるんじゃないかなというふうには考えているとこ

ろです。 

 我々も、地域経済を守っていく立場にありますので、 

○議長（園田 一博君） 時間です。まとめてください。 

○市長（堀江 隆臣君） はい。支援をすることはできるんですが、やっぱり事業主さんの努力

というものが非常に大きなものになっていくものというふうに考えておりますので、よろしく

お願いしたいというふうに思います。 

○１０番（田中 万里君） ありがとうございました。 

○議長（園田 一博君） 以上で、１０番、田中万里君の一般質問は終わりました。 

 ここで、１０分間休憩します。 

 

休憩  午前１０時５１分 

                                             

 

再開  午前１１時０１分 
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○議長（園田 一博君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 １５番、西本輝幸君。 

○１５番（西本 輝幸君） １５番、会派令和、西本輝幸です。議長の許可をいただきましたの

で、樋合リゾート開発についてお尋ねをいたします。 

 この事業につきましては、平成３１年２月１３日に、上天草市長と株式会社マリーゴールドの

代表取締役会長との間で、熊本県知事を立会い人として、企業進出に関する協定書が提携されま

した。現在まで事業を推進するに当たり、市と企業の調整会議が開催されるなど、事業開始に向

けて取り組まれております。 

 しかしながら、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、国は緊急事態宣言を発令し、感

染防止策として、全国に不要不急の外出自粛、または、接待を伴う店舗の休業を要請し、あらゆ

る業種において大きな影響を及ぼしております。現在も有効な対策が見つからない状況が続き、

いまだに収束が見えず、長期化しております。このような中で、本市と協定を結んでいる企業に

おいても、その影響は計り知れないものがあると推察しております。一刻も早い経済の回復を願

っているところです。 

 一方で、本市の受入れ体制として、市道永浦樋合２号線の新設道路の整備、上水道も完備しま

した。このような中、樋合リゾート開発事業は、どのように今後展開していくのか、お尋ねをい

たします。 

 まず、最初に、昨年の９月以降、進出企業との協定は何回されておられるのか。また、その協

議内容は、どのようなことが協議されたのか、説明をお願いいたします。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） よろしくお願いします。 

 昨年の９月以降に、開発事業者である株式会社マリーゴールドホールディングスと協議を行っ

てまいりました。つい一昨日も行ったところでございまして、９月以降は、合計で３回でござい

ます。いずれも、場所は大矢野庁舎の会議室で行いました。内容ですけれども、主に、マリーゴ

ールドの事業計画、あるいは、環境省や熊本県への許認可手続の進捗状況などについて協議を重

ねてきたところでございます。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 西本輝幸君。 

○１５番（西本 輝幸君） 今、９月以降に３回協議をされたということですけども、誰とどの

ような会議をされたのか。具体的な説明をお願いします。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） まず、昨年１１月の協議には、マリーゴールドからは取締役

が御出席されました。８月に協議した後、どのように進捗しているかの報告を受け、また、計

画の見直しによる許認可等の手続の遅れや、今後のスケジュールについての説明を受けたとこ

ろです。本市からは、副市長を初め、私、企画政策部長、そして、開発プロジェクト推進課と
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建設課の職員が出席し、市道永浦樋合２号線の舗装工事に係る進捗状況や、今後の予定につい

て説明を行いました。 

 ２回目は、１２月でございました。この日は、会長と取締役が出席され、事業計画の見直しの

状況や、許認可等の手続に関わるスケジュールについて、マリーゴールド側から説明を受けまし

た。本市からは、自然公園法、森林法、温泉法など、関係法令に係る許認可の申請のために必要

となる書類、あるいは、関係機関との協議、そして、申請時期などの具体的な内容を説明いたし

ました。 

 一番直近の協議打合せは、一昨日、３月３日でございました。会長、そして、取締役からは、

環境省や県に、年度末までに許認可関係の書類を提出する予定で進めている、最後の詰めを行っ

ているところです。というお話をお聞きしました。３回にわたり行った協議の内容は、以上でご

ざいます。 

○議長（園田 一博君） 西本輝幸君。 

○１５番（西本 輝幸君） 平成３１年の２月１３日に、協定書が提携されてから、調整会議は、

今、部長が答弁されましたように何回もされておりますけれども、協議されても進捗状況があ

まり見えておりませんので、今後は見えるように努力してもらえればと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 では、次にですね、令和２年９月定例会の一般質問では、令和２年中に樹木の伐採をするとの

答弁でありましたが、進捗状況はどうなっていますか。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） 議員おっしゃいましたとおり、令和２年９月の議会の答弁で、

市のほうから答弁した内容は、マリーゴールドの事業計画では、令和２年中に樹木の伐採等に

着手というものでございました。しかしながら、まだ着手出来ていない状況です。遅れている

理由としては、コロナ禍にあって、事業計画の見直しに時間を要したためというふうにお聞き

しております。ただし、今現在は、関係機関への提出書類を年度末までに提出すべく、マリー

ゴールドにおかれては、書類の作成作業に拍車がかかっている状況でございます。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 西本輝幸君。 

○１５番（西本 輝幸君） 今、部長が述べられましたけれども、事業計画の見直しに時間を要

したということですけども、計画の見直しはどのような内容ですか。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） 計画見直しの内容でございますが、高騰する資材や人件費を

踏まえての工事費の見直しを行っております。また、コロナ対策に適応した建物の設計や配置、

それから、動線などにつきまして、当初の頃の図面などから見直しをされたということでござ

います。 

 以上です。 
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○議長（園田 一博君） 西本輝幸君。 

○１５番（西本 輝幸君） 今、建物の設計や動線等のという説明がありましたけれども、動線

等とは、どういう意味合いですか。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） 感染症への対策、あるいは、配慮などから、まず、建物の配

置の見直しをされておられます。それに応じて、建物までの通路、人の歩くところ、そういっ

たところが変わってくるというイメージでございます。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 西本輝幸君。 

○１５番（西本 輝幸君） では、建物内の通路は設計にまだされていないということで認識し

ていいですか。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） リゾート内広くございますので、建物の配置が少し変わると、

それまでの通路というか、歩行路、そういったところが少し変わってくる。そういったところ

を見直しをされたというところでございます。 

○議長（園田 一博君） 西本輝幸君。 

○１５番（西本 輝幸君） 見直された関係で、令和２年度中には樹木の伐採が出来なかったと

いう考え方でいいですかね。わかりました。 

 では、次の令和４年度に一部操業を開始するとのことでしたが、今後の具体的な整備スケジュ

ールはどうなっていますか。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） スケジュールでございますけども、現在、マリーゴールドに

おいて、関係機関への許認可手続に向けた申請準備を行っている段階でございまして、協定締

結時の計画に比べると遅れております。 

 今後の整備スケジュールとしては、関係機関の許認可手続等の完了後に、操業開始時期など具

体的なスケジュールについては、議会に改めて御報告をしたいというふうに予定しております。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 西本輝幸君。 

○１５番（西本 輝幸君） 今まで部長が答弁されましたけれど、まだ現在の状況の中では、令

和４年度中に一部操業できるのかというのが問題だと思いますけれども、これは、どう思いま

すか。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） 環境省や県への許認可手続が、あくまでも順調に完了すると

いうことが前提でございますけども、令和４年のうちの操業開始に向けては頑張っていきたい

というお話は聞いております。また、本市が許可をするような立場の機関であれば、ある程度
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の時期を具体的に申し上げる、許可が出る時期とかいうことも申し上げることができるという

ふうに思いますけども、いかんせん、許可を申請するのは事業者、それから、許可を出すのは

国や県でございます。でありますから、明確な時期をお答えをすることは出来ませんけども、

先ほど申し上げましたように、提出時期は、年度末には許可書類を提出をされたいというとこ

ろで今頑張っておられます。そういったことを踏まえますと、一般的な他の事例から考えます

に、その２か月、あるいは、３か月の後、許可が出て、またそれから進んでいくということに

なろうかと。これは、あくまでも予想でございます。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 西本輝幸君。 

○１５番（西本 輝幸君） 今の答弁では、申請書が今年度末ですね。そうすると、許認可の予

定は、末から２か月ぐらい認可されるまでかかるという捉え方でいいですか。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） これは、あくまでも一般論でございますけども、提出をされ

た後に許可を出す国、県が事務的な部分もあるかと思います。判断の部分もあろうかと思いま

す。ですから、数か月、一般的に２、３ヶ月というふうな話を、国や県の担当の方からは聞い

ておりますけども、これは、またいろんな他との業務の錯綜状況によって、いろいろ時期は変

わってはくると思います。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 西本輝幸君。 

○１５番（西本 輝幸君） なるだけ、申請許可がおりるように指導して頑張って協力してもら

えばと思います。 

 次にですね、進出企業が実施する事業に関連して、本市がこれまでに執行した事業及びそのう

ち経費はどのぐらいかかっておりますか。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） 市がこれまでに執行した関連業務につきまして、事業の内容、

経費まで含めてようございますでしょうか。 

○１５番(西本 輝幸君） はい。 

○企画政策部長（花房  博君） 事業の内容、経費合わせて御説明申し上げます。大きなくく

りで四つございます。 

 一つ目は、市有地売却等に係る用地関連事業。二つ目は、市道の整備事業。三つ目は、水道整

備事業。四つ目は、埋蔵文化財の調査に係る事業。この四つでございます。 

 一つ目の市有地売却等に係る用地関連の事業でございますけども、売却価格を算定するための

不動産鑑定や、売却した市有地と民地との境界を明らかにするための境界復元業務などでござい

ます。約758万円でございました。 

 また、二つ目の市道整備は、市民生活の利便性の向上や、防災上の観点から、島内を一周周回
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できるよう地質調査や設計業務、舗装工事等を含めた市道整備に係る事業でございます。経費は

約3億963万円でございました。 

 三つ目の水道整備でございますけども、大矢野松島間の災害時等に水を融通することを目的と

しております。樋合地区も含めまして、安定的に水を供給することが可能となります。送配水管

の布設工事などに約1億7,455万円の事業費でございました。 

 四つ目は、埋蔵文化財の調査でございますけども、開発予定地に未調査の埋蔵文化財が存在し

ておりましたので、遺跡の有無や古墳の範囲の調査に費用がかかりました。約311万円でござい

ました。 

 以上でございます。 

○議長（園田 一博君） 西本輝幸君。 

○１５番（西本 輝幸君） 市道樋合永浦市道線の道路は、3億1,000万ぐらいかかってますよね。

それにちなんで、この道路は、部長の答弁では、市民生活のための道路だとのことだったと思

いますけれども、これは、リゾート開発のためにも作った道路だと思いますけれども、この件

は、市長は、どのように解釈していますか。 

○議長（園田 一博君） 市長。 

○市長（堀江 隆臣君） 市道でありますので、市民の皆さん方の道路ということになりますが、

リゾート開発について、あれだけの山林を一括して事業者に譲渡することが１番事業計画とし

ては楽だったのかもしれないです。ただし、西本議員もご出席されたと思いますが、樋合の地

元で説明会開いたときも、あそこの岬を横断する道路がほしいという要望は当然ありましたし、

我々も、津波被害等を想定すれば、あの高台に逃げる避難場所をどういうふうに考えるかとい

うのは、我々が果たすべき役割でもあります。そう考えると、あの岬の横断する道路というの

は、地元の皆さん方にとっても、必要不可欠の道路だろうというふうに考えてます。そう考え

ると、決してそのリゾート開発のためだけに作った道路というふうな認識はありません。 

 また、一方、水道のいわゆる工事の件なんですが、御承知のとおり、これまで合併する前の旧

自治体の件もあって、松島地区には、松島町の水源を充てるということが前提とした水道計画に

なっております。ただ、いわゆるパールライン周辺については、樋合のリゾート開発計画も含め

て、幾つかの民間投資の計画がずっと上がっております。当然、水の使用料も上がるわけで、渇

水時、あるいは、繁忙期に水が不足するような、そういう状況を防ぐためにも、企業団の送水管

を連結させてセーフティーネットを図るというのは、水道事業をやっていく上では必要なことだ

というふうに考えております。そういった意味では、今回の計画が一つのきっかけになったのは

事実だというふうに思いますが、市民の安心安全の暮らしを担保するためにも必要なものだとい

うふうに考えております。 

○議長（園田 一博君） 西本輝幸君。 

○１５番（西本 輝幸君） 市長の答弁で、大体気持ちはわかりました。しかしながら、リゾー

ト開発のためにも整備された道路だと思いますので、やはり今後は、その事業操業に向けて応
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援してもらえればと思いますので、よろしくお願いしておきます。 

○議長（園田 一博君） 市長。 

○市長（堀江 隆臣君） はい。当然、もう精一杯最大限のですね、応援といいますか、やって

いきたいというふうに考えておりますが、今回のコロナ禍の影響というのは、本当に想定以上

でございます。当然、事業者にとっても、本業はかなり影響を受けてるはずだと思うし、やっ

ぱりこれからオープンするそういう施設も、この新型コロナの影響に適用できる新しいスタイ

ルの考え方を導入するのもございます。 

もう一方は、やっぱり事業ですから、投資する、資金調達をする金融機関等の意見も出てき

ます。そういった意味では、計画の見直しに多少の時間が要するというのは致し方ない部分であ

るのかなというふうには考えてます。今年、事業主の社長ともお会いしていろいろ話をしたんで

すが、その事業に対する意欲は、非常に強いものを持っておられます。今年度新しい計画での事

業申請を行っていただいて進めていけば、大体３期ぐらいに分けての計画になっておりますので、

第１期目の計画については、うまくいけば令和４年度ぐらいにはできるんじゃないかなというふ

うな見通しはあるんですが、今のところは、まだ推測の域を出ませんので、関係部よりは、これ

からも進捗状況については、議会のほうにも御報告させていただきたいというふうに考えており

ます。 

○議長（園田 一博君） 西本輝幸君。 

○１５番（西本 輝幸君） 大体わかりました。では次に、平成３１年２月１３日に協定をされ

ましたけども、これも県知事を立会い人として、市と進出企業との申合せが協定書のありまし

たけども、協定書の効力というのは、どのぐらいありますか。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） 樋合地区リゾート開発に係る企業との進出協定ですが、まず、

平成２９年８月に仮協定を結び、約半年後の平成３１年２月に、蒲島郁夫熊本県知事が立会い

のもと協定を締結いたしました。今、議員からお尋ねありました協定書の効力でございますけ

ども、お互いに、この協定書は、お互いに取決めたことを遵守するというふうに信頼して結ば

れるものでございまして、紳士協定の意味合いが強く、法的拘束力というような制限などは一

切ないというふうに認識をしてございます。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 西本輝幸君。 

○１５番（西本 輝幸君） 拘束効力はないということですけれども、県知事の立ち会いもあり

ますので、これは非常に重い協定書であると私は思うんですけれども、このことについて、市

としては、どのような約束事を実現させますか。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） 今、議員おっしゃったとおり、市におきましても、この協定

の重み、経済や雇用の面におきましても、非常に重みのある協定であると認識をしております。
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今後も、引き続きマリーゴールドのリゾート開発事業がきっちり進みますように、本市として

も、マリーゴールドと連携を図りながら協力してまいる所存でございます。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 西本輝幸君。 

○１５番（西本 輝幸君） 今、部長から答弁がありましたけれども、市長にお尋ねします。協

定者として、どのような考えを持っておられますか。 

○議長（園田 一博君） 市長。 

○市長（堀江 隆臣君） 協定、県知事立会いのもとに、協定の調印をしたわけですから、非常

に重いものがあるというふうに考えております。 

○議長（園田 一博君） 西本輝幸君。 

○１５番（西本 輝幸君） やはりこの問題も、もう紳士協定的なことだと、今、部長が答弁さ

れましたので、お互いに話し合って、スムーズに事業開始ができるように協力してもらえれば

と思います。 

 それから、次に、今後、本開発事業の実現に向けて、市はどのように関与していかれますか。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） 樋合地区リゾート開発は、既に整備をしました千巌山や前島

など、周辺施設との連携により、観光地としての拠点性がさらに高まり、新たな雇用の創出な

ど、市全体の経済波及効果が期待されております。こうしたことから、本市としては、マリー

ゴールドによる樋合地区リゾート開発事業の実現に向けて、きっちりと側面的な支援を継続し

てまいりたいというふうに考えております。 

 具体的には、国や県の許認可手続が円滑に進められるよう、関係機関や地元等との調整、また、

これまで実施してきた合同協議を継続し、進捗状況の確認や、事業を進める上での課題解決に向

けて、可能な限り本市としても協力してまいる所存でございます。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 西本輝幸君。 

○１５番（西本 輝幸君） わかりました。それでは、今、副市長がトップになって開発事業は

進められているものと思いますけれども、副市長は、この開発事業に向けてどのように関与し

ていくつもりですか。 

○議長（園田 一博君） 副市長。 

○副市長（村田 一安君） お答えいたします。 

 開発事業の実現に向けましては、先ほどから部長答弁のとおりでございますが、一昨日、山﨑

会長が来庁されまして、私も同席いたしましてお聞きいたしました。現在、国、県等への許認可

申請の手続をしていると。許可がおりたら事業に着手をいたしますと。本業のブライダルのほう

も、４月から徐々に増えておりまして、５月には１５０組ほどの予約があっておりますと。そう

いうことで、回復傾向にあるという話を申されました。このようなことから、私は、マリーゴー
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ルドの開発に対する意欲や熱意を強く感じたところでございます。 

 事業が実現した場合の上天草市全体への経済波及効果への期待もありまして、市として重要な

プロジェクトであると認識をしております。今後も、引き続き、開発事業の進捗完了、総括する

責任者として取り組んでまいる所存でございますので、御理解のほどをよろしくお願いいたしま

す。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 西本輝幸君。 

○１５番（西本 輝幸君） 令和４年度に、一部操業が開始ができるということでございますの

で、今後は、その実現になるだけ近いように、市側としても協力してもらって、実現に向けて

頑張ってもらえばいいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 ちょっと時間が余りましたけれども、一般質問を終わります。 

○議長（園田 一博君） 以上で、１５番、西本輝幸君の一般質問は終わりました。 

 引き続き、一般質問を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（園田 一博君） １番、木下文宣君。 

○１番（木下 文宣君） おはようございます。 

 会派令和、１番、木下です。議長のお許しをいただきましたので、通告に基づき質問します。

今回は、テレワーク実施企業等の受入れについて質問いたします。 

 １点目に、テレワーク実施企業誘致の取組について質問いたします。ＩＣＴを活用し、時間や

場所を有効に活用できる柔軟な働き方であるテレワークは、働き方改革、地方創生の実現手段と

して普及されており、現在、コロナ禍にあって、感染リスクを回避する観点も加わり、一層の普

及が図られているところです。 

 テレワークは、執行部の皆さんも御存じのとおり、就業場所により分類されており、一つ目に、

自宅で仕事を行う在宅勤務。二つ目に、出張時の移動中などに公共交通機関内やカフェ等で仕事

を行うモバイバル勤務。三つ目に、共同のワークスペースなどを利用して仕事を行うサテライト

オフィス勤務の三つの形態があり、各地でサテライトオフィスの開設や、ワーケーションを推進

する事業に取り組まれています。 

 現在、コロナ禍を契機として、地方移住への関心が高まっている中、本市では、どのような施

策に取り組まれているのか。また、今後、市としてどのような推進策を講じていくのか、質問し

ていきます。 

 初めに、テレワーク実施企業を誘致するため実施された事業はあるのかについてでございます

が、働き方改革等により、大都市圏の企業を中心にテレワークが進んでいる中、あえて会社に近

い都市部に住所を構えるのではなく、地方に移り住む地方回帰が進んでおり、全国各自治体では、

テレワーク誘致に向けて事業が展開されております。そのような中、選ばれる自治体であるため

には、これまでにテレワーク企業誘致のため、何らかの事業を実施されたのかをお尋ねいたしま
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す。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） よろしくお願いいたします。 

 テレワークを実施する企業の誘致、こうしたものに特化したものではございませんけども、移

住促進の施策の一環として、また、都市住民や市民の方が交流、または、活動できる場として、

湯島交流施設シーグラスを令和２年３月に整備いたしました。このシーグラスは、シェアオフィ

スを整備しておりまして、個人の方、そして、企業法人におかれてもお試し的な利用をしてもら

いながら関係人口の増加につなげてまいりたいと考えております。 

 なお、シーグラスは昨年６月に開館し、利用促進に向けた情報発信を行ってはおりますが、テ

レワークを実施する企業に特化した情報発信が幾何か不足をしておるかと思いますので、今後は、

情報を発信する際には、何らかの工夫を行ってまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 木下文宣君。 

○１番（木下 文宣君） テレワークに特化したものではないが、湯島に交流施設を整備されて

いるということでよろしいでしょうかね。 

 次に、テレワーク実施企業の誘致に必要な受入れ側の課題についてお尋ねいたします。企業に

本市を選んでもらうためには、受入れ側として、多様な取組が必要と考えますが、企業を呼び込

むために必要な対策と課題についてお尋ねいたします。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） 企業の方々に上天草市を選んでもらうためには、まずは、本

市に興味を持ってもらうこと。そして、企業におけるニーズを把握することが重要かと考えて

おります。また、本社などから離れた場所でも勤務できる場所、いわゆるサテライトオフィス

を置く場合の要件を、きちんと把握することが課題であります。そうしたサテライトオフィス

勤務を含めて、テレワークを行う環境や要件としては、インターネット環境や仕事をする空間

スペース、そして、食べ物や日用品などが買物しやすいなどの生活環境整備が課題となると考

えております。 

 こうした課題への対策として、令和３年度の当初予算案に、ワーケーション事業を計上してお

ります。働くことを英語でワーク、そして、休みや休暇をバケーションと言いますけども、この

二つを組合せた新たな用語、新たな働き方改革の一つでございます。ワーケーション等、最近耳

にする機会多ございますけども、最初は、休んでいるのになぜ仕事をしないといけないのかと思

ってしまいますけども、逆の発想で、仕事が忙しい中でも、職場に行かなくてもよくなり、旅行

などができるというイメージでございます。観光地など自宅ではない場所で仕事ができるという

ことになります。こうした場合に、ぜひ、上天草市を選んでほしいということでございます。 

 他の市町村におきましても、このワーケーションが広がることで、関係人口の創出が期待でき

るとして取組を始めておられます。本市としても、都市部から地方へと関心が高まっているこの
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コロナ禍をチャンスと捉え、関係人口の創出、ひいては、移住につながっていくようワーケーシ

ョン事業を展開してまいります。 

 具体的には、企業に興味を持ってもらうためのモニターツアーを行います。また、企業におけ

るニーズや、サテライトオフィスを設置する場合の要件、判断材料となる条件、例えば、インタ

ーネット環境、オフィスの周辺環境などでございますけども、こういったものをヒアリングをし

てまいりたいと考えております。高速情報通信環境の整備は、令和２年６月の補正予算で予算を

措置しておりまして、令和３年度まで整備することとしております。空間整備としましては、仕

事と生活ができる空間を整備する際の経費支援を、令和３年度の以降のワーケーション事業の中

で検討し、それから先にまた計画をしてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（園田 一博君） 木下文宣君。 

○１番（木下 文宣君） 誘致に向けては、いろいろな課題があり、また、この課題解決に向け

て様々な取組があるようでございますが、今後も、粘り強く取り組んでいただきたいと思いま

す。 

 次に、税制面での優遇措置についてお尋ねいたします。 

 事業展開のほか、テレワーク実施企業を誘致するため、税制面での優遇措置は講じられている

のかについてでございますが、全国の自治体の中で勝者となるためには、入居してもらう施設の

整備や、税制面の優遇など、他自治体に勝る取組が必要と考えますが、何らかの対策は講じられ

ているのか、お尋ねいたします。 

○議長（園田 一博君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（水野 博之君） よろしくお願いいたします。 

 本市においては、上天草市税特別措置条例をもとに、製造等の事業の用に供する施設の新設、

もしくは、増設を行った事業者に対する市税について、税条例の特例を設けております。これは、

上天草市工場等設置奨励条例第３条第１項第１号に掲げる離島振興法第２０条、過疎地域自立促

進特別措置法第３１条、または、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関

する法律第２６条による適用工場等として指定された場合に、事業開始後、初めて課される年度

からの３か年度において、固定資産税の課税免除を行うことで、本市における産業振興を推進す

るものとなっております。 

 サテライトオフィスなどテレワーク実施企業に係る税制面での優遇措置については、投下固定

資産総額、業種など、受け入れる企業の業態によって、適用工場等に該当するかどうかの判断と

なります。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 木下文宣君。 

○１番（木下 文宣君） ただいま部長のほうから、優遇措置は条件こそあるが設けられている

という答弁がありましたので、安心いたしました。支援対象となる企業があらわれた際には、
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積極的な対応をお願いいたしたいと思います。 

 次に、湯島交流施設シーグラスについてお尋ねいたします。 

 昨年、湯島交流施設シーグラスがオープンしました。同施設には、インターネット環境はもち

ろん、オフィスや住居施設が完備されており、利用者にとっては、非常に使い勝手のよい施設で

あります。これまでの施設の利用状況について、お尋ねいたします。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） 湯島交流施設シーグラスの状況でございますけども、昨年６

月１日に開館オープンをしましたけども、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、８月の

７日以降は、受け付けを休止いたしました。９月の末に再び開館しましたが、その後、熊本県

内や上天草市内で感染者が増加してきたという状況を受けまして、今年の１月の８日以降は、

湯島の島民の方だけということで利用を受け付けております。オープン以降は、コロナ禍が続

いておりますので、これまでの利用状況につきましては、まず、テレワーク等に利用できるシ

ェアオフィススペース、こちらの利用が７件でございました。このうち６件は、市民の方が１

か月から２か月間の定期利用をされておられるというケースでございます。そして、お試し居

住スペースの利用は、１件のみということでございました。 

 以上でございます。 

○議長（園田 一博君） 木下文宣君。 

○１番（木下 文宣君） 利用条件についてはわかりました。では、利用促進に向け、どのよう

な取組をなされたかについてお尋ねをいたします。いい施設でも、その存在を知り得ない限り、

利用は増えないと思います。市のホームページには、施設の情報が掲載されておりますが、そ

のほかに、例えば、東京や関西の郷友会の会員に封書を送付するなど、何らかの方法で周知さ

れたのか、お尋ねいたします。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） シーグラスの利用促進に向けた取組でございますが、市のホ

ームページや移住情報サイトへ情報を掲載しております。また、全国のコワーキングスペース

の情報サイトにも載せたり、移住を検討している方や、リモートワークの方、こういった方を

ターゲットしたサイトにも情報を掲載しているところでございます。また、現在、この施設の

紹介するリーフレットを作成しておりまして、今後、県内のコワーキングスペースに配布し、

設置をしてもらったり、あるいは、東京のふるさと回帰支援センター、こういったところなど

にも、このリーフレットを置きたいというふうに考えております。 

 御提案がありました郷友会の会員の皆様への情報発信、こちらにつきましても、ぜひ前向きに

検討をしてまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 木下文宣君。 

○１番（木下 文宣君） 世間一般に広く周知することも必要でありますが、やはり本市に関係
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の深い郷友会の皆さんに御案内することは、本市を選んでいただく最善の取組だと思いますの

で、積極的に実施をしていただきたいと思います。 

 次に、交流施設は、テレワーク実施企業等を誘致するための試行的な側面があると考えます。

利用者に対してアンケート調査等は実施されたのか。実施された場合、今後、事業を拡大する上

で参考になる意見はあったのか、お尋ねいたします。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） 施設の利用者へのアンケートは行っておりますが、利用者の

方への協力のお願いでございまして、あくまでも回答が任意のものであるため、回収がなかな

かうまく進まないのが実態でございます。一方、現地で、現地におきまして、市の職員が利用

者に対する聞き取りを行っておりまして、その利用者の感想の中には、例えば、海が目の前に

あるので、リラックスしながら仕事が出来ました。という声があったり、あるいは、光回線の

インターネット環境も整備されているので、オンライン会議も通信環境が安定してストレスな

く利用出来ました。こういったありがたい感想をいただいているところでございます。上天草

市は、豊かな自然が織りなすすばらしい景観が強みでございますので、この強みを生かして、

企業を初めとする利用者の興味をそそるようなワーケーション誘致に取り組んでいく必要があ

ると考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 木下文宣君。 

○１番（木下 文宣君） 聞き取り調査では、事業拡大の参考になるすばらしい意見があるよう

でございますので、いいことは、これまた全国に発信していただきたいと思います。 

 次に、受入れ側体制の整備、ハードソフト両面とイベント等の実施状況についてお尋ねいたし

ます。 

 テレワーク実施企業を誘致するためには、光ケーブルの回線整備は必須と考え、本市の整備状

況はどうなっているのか通告をしておりましたけれども、先ほどの田中議員の質問の中で、令和

４年３月末までに、上天草市全域に光回線の整備を完了させる予定であると答弁がありました。

テレワークを受け入れる環境整備が一歩前進し、少し安心をいたしました。 

 次に、受入れ体制の整備という意味では、職場住居一体型の環境を整える必要があると考えま

すが、湯島交流施設以外に整備する考えはないのか、お尋ねいたします。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） 令和３年度の当初予算で計上しているワーケーション事業で

は、湯島や維和島、前島エリアでの体験メニューと組合せたワーケーションの実証や、宿泊施

設によるワーケーションプラン造成に向けた実施を行う予定でございます。 

 また、先ほども触れましたように、企業のニーズですとか、インターネット環境やオフィスの

周辺環境など、サテライトオフィスの設置を検討する際に、判断材料となる条件をヒアリングに

て調査をしてまいりたいと考えております。 
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 湯島交流施設以外の類似施設の整備につきましてですが、まずは、こうした調査の結果をもと

に、企業などのニーズを把握し、必要に応じて、サテライトオフィス整備への支援などに取り組

んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（園田 一博君） 木下文宣君。 

○１番（木下 文宣君） どんどんやっていただきたいと思います。 

 最後に、テレワーク企業誘致に関する提案をいたします。 

 大都市圏や福岡、熊本市で働く企業に本市を選んでもらうためには、環境整備は必須でありま

す。インターネット回線は当然のこととして、職場と居住をパッケージとして整備し、あわせて、

税制面の優遇、風光明媚なこの天草をもっともっと生かしながら、プラスアルファのインセンテ

ィブを武器として、他の自治体に負けない事業を展開していただきますようお願いいたします。

まだまだ遅きに失していないと思います。 

 これで、私の一般質問を終わります。 

○議長（園田 一博君） 以上で、１番、木下文宣君の一般質問は終わりました。 

 ここで、昼食のため休憩し、午後１時から会議を開きます。 

 

休憩  午前１１時４８分 

                                             

 

再開  午後 １時００分 

○議長（園田 一博君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ４番、田中辰夫君。 

○４番（田中 辰夫君） こんにちは。ただいまより、４番、田中辰夫、一般質問を行いたいと

思います。 

 今回、議員になりまして４年間、いろんな一般質問をしてまいりました。その中で、幾つかピ

ックアップしまして、今回、質問したことがどうなってるのかを検証しながら進めさせていただ

きたいと思います。 

 私の一般質問の中では、防災といいますか、災害といいますか、その方面が多かったような記

憶が自分としてはあります。そういう中で、今日は４０分という非常に限られた時間であります

ので、時間との勝負と思っておりますので、どうか答えのほうは簡潔に短くお願いしたいと思い

ます。 

 それでは、通告に従って、１番目、令和２年９月議会において、防災対策に関する市民の意識

改革について質問いたしましたが、地域での防災訓練の実施及び備蓄計画の推進に関する対策状

況、問題点についてお願いいたします。 

○議長（園田 一博君） 総務部長。 
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○総務部長（宇藤 竜一君） お答えいたします。 

 地域での防災訓練の実施状況につきましては、例年、１０組織程度が実施しておりますが、令

和２年度におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、各地域の自主防災会で、

防災組織で防災訓練を実施したのは、一つの組織でございました。しかしながら、市総合防災訓

練において実施した土嚢構築訓練及び止水訓練には、９９組織の参加がありました。 

 次に、備蓄計画の推進につきましては、自主防災組織活動支援補助金制度を活用して、計画的

に備蓄品を整備していただくよう、各組織に対して働きかけを行っております。問題点としまし

て、現在１２３の自主防災組織がありますが、防災訓練や備蓄品の整備など、自主防災組織とし

ての活動に差があることが、ちょっと問題と考えております。そのような中、活動実績がない４

５組織に対して、ヒアリングを実施し、自主防災組織活動支援補助金の活用を促し、１６組織に

活用していただきました。今後も、自主防災組織の育成及び機能強化に努めてまいります。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 田中辰夫君。 

○４番（田中 辰夫君） 私は、昨年の台風とかで避難の経験をいたしましたし、自主防災組織

の皆さん方と体育館を開設いたしまして、避難場所をした経験もしました。そういう中で、１

番思うのは、何回も言いますけど、市民にどうしてこの状況を知らせて、市民の皆さん方に協

力をお願いができるかということが、１番の災害に対する防御策だと思ってます。どんないい

ことを言っても、どんないいことを行っても、市民の皆さんがそれに従っていただかなければ、

大切な命がなくなる可能性も大きくなるということを思って、再三、一般質問でも言ってきた

つもりでおります。どうか、今のようにですね、前向きに市民皆さんを安心安全を守るために

は、私はこれだと思っておりますので、今後も努力をしていただきたいと思います。 

 次に、令和元年６月議会において、市長から答弁のあった八代・天草シーラインの建設促進に

向けた相互の交流を高めるために、市としての取組方針や、その具体策についてお伺いします。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） 県南地域、あるいは、八代市側との交流という点におきまし

ては、シーラインの機運醸成を図るために、シンポジウムを行政期成会で実施していることが

挙げられます。シーラインの起点自治体であります上天草市と八代市で毎年交互に実施するこ

ととしております。これについては、今後も大切にして継続的な交流を図っていきたいという

ふうに考えております。 

 また、今年の２月２日には、蒲島郁夫熊本県知事を会長とする協議会が新たに設立をされまし

た。名称は、八代・天草シーライン建設促進協議会と名称うっております。こうした流れを受け

て、今後、県南天草両地域におけるさらなる機運醸成に向け、具体的な交流促進策について、こ

の協議会を中心に議論をしてまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（園田 一博君） 田中辰夫君。 
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○４番（田中 辰夫君） 私がこれを一般質問したときに、市長は、非常に心強いというか、力

強い御回答をしていらっしゃいます。国、県の理解を得て、ぜひとも実現しなければならない。

私のローカルマニフェストにも掲げておりますし、議会、民間期成会とともに協力し、推進し

てまいります。という大変ありがたい言葉をいただいております。 

 そこで、今、申されましたとおり、蒲島知事をトップとした組織ができ上がった状況でござい

ます。ここで、もう一度、市長に御答弁を願いたいと思います。 

○議長（園田 一博君） 市長。 

○市長（堀江 隆臣君） いろいろこれまでの経緯はありましたけども、今年２月に、初めて熊

本県知事をトップとした協議会が設立されたということで、大きな節目を迎えたというふうに

は思っております。ただ、あくまでも、まだスタートラインに立った段階ということで、まだ

まだ越えなければならないハードルもあるというふうには思ってます。そういった意味では、

これまでどおり、議会の皆様方、あるいは、民間期成会、そういったところと連携を図りなが

ら、早期実現に向けて取り組んでまいりたいというふうに思います。 

○議長（園田 一博君） 田中辰夫君。 

○４番（田中 辰夫君） ありがとうございます。この天草は五つの橋でつながっております。

一号橋は、おかげさまをもって二つの路線が出来ましたけれども、二、三、四、五の橋につい

ては、まだ一本でございます。この天草全ての住民の皆さんを安心安全な暮らしにするために

は、何らかの迂回路の道が必要。そのためには、私としては、このシーラインをぜひとも必要

だと。天草の本当に大きな橋がかかっておりますが、工事が進んでおりますが、五つの橋の四

つの橋がもしも通れなくなったら、天草はもう島です。島の生活になります。物資、いろんな

ものが届かなくなり、孤立します。そういう状況を、もう目に見えるように思うんです。この

近年、いろんな災害が起こっております。最近は地震も起こっております。そういうことを考

えますと、全ての面におきまして、代わりの橋が必要だと。このシーラインをぜひ進めていた

だきたいと思います。 

 次に、令和元年６月議会において、防災無線を活用したイノシシ被害への注意喚起について質

問いたしましたが、その後の活用実績や問題点についてお伺いをいたします。 

○議長（園田 一博君） 経済振興部長。 

○経済振興部長（山本 一洋君） 防災無線を活用しましたイノシシ被害への注意喚起につきま

しては、令和元年６月議会以降において、上天草市、上天草警察署から依頼を受けまして、市

民が被害に遭わないように、２回注意喚起を行ったところでございます。 

 問題点としては、災害発生と異なり、目撃情報があった場合、農林水産課職員が現地を確認し

た上で、放送用の原稿を作成し、危機管理情報課職員が放送するため、タイムリーな情報提供に

ならないことや、休日には職員が不在のため、さらに時間を要することがあります。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 田中辰夫君。 
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○４番（田中 辰夫君） このイノシシ問題は、各委員もう何回もされていらっしゃいます。私

もしましたけど、なかなか箱罠にも入りませんし、かといって、銃を撃つことも、なかなか２

００メーター以内に家があるとこじゃ撃たれないと。猟友会の方々も高齢化になってきて、な

かなか減ってきたということで、進まない中にイノシシが増えよるわけです。 

私の阿村地区におきましても、イノシシが出たという情報は、もう頻繁に聞こえてまいりま

すし、私も出向きます。そういう中で、子供たちとか住民の皆さん方が、たまたま被害がないと

いうことであれですけど、被害があってからでは遅いわけです。無線でコロナコロナは毎日何回

もやっております。コロナも確かに大事です。しかし、現実問題としてイノシシも出ておるわけ

です。定期的にいいですから、子供の下校時間となりました。どうか住民の皆さん、子供たちを

見守ってください。そういう一言でもいいじゃないですか。お金のかからない方法でですね、住

民を守るということも必要と私は考えます。だから、今後ですね、こういう防災無線を利用して、

安全に子供たちが登下校できるよう、これを進めていってもらいたいと思います。これは、切に

お願い申し上げます。 

 次に参ります。平成２９年６月議会におきまして、前島の観光交流拠点施設について質問いた

しましたが、指定管理者による現在の運営状況、また、現在における市の観光産業の課題及び今

後の対応についてお伺いをいたします。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） まず、前島観光交流活性化施設ミオ・カミーノ天草の運営状

況につきましてお答えいたします。 

 指定管理者による運営管理でございます。指定管理者は、九州産交グループとシークルーズに

よる共同企業体でございますが、ここが施設の管理運営を行っております。この指定管理者によ

る現在の運営状況でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響で大きく経営面に打撃を受

けております。当初の年間集客計画３０万人に対しまして、１年間の実績、これは令和元年の１

０月にオープンしてから翌２年度の９月までの分でございますけども、この１年目の実績は、計

画３０万人の３分の１となる約１０万人程度でございました。そして、収支状況も、当初計画を

大きく上回る赤字となってございまして、現在も赤字で推移してございます。非常に厳しい経営

が続いているというところでございます。 

 市としましては、本施設が新型コロナウイルス感染症の影響による集客や収支の見通しが立た

ない状況にありますので、指定管理者が安定的に施設の管理運営ができるよう、現在、委託料な

どの具体的な支援の方法について検討しているところでございます。検討が進みましたら、また、

議会にお諮りしながら進めてまいりたいと考えております。 

 ミオ・カミーノ天草につきましては、以上でございます。 

○議長（園田 一博君） 田中辰夫君。 

○４番（田中 辰夫君） シークルーズさんと九州産交グループの指定管理者で行っているとい

うことで、大変これは、最初から厳しい部分があるんじゃないかなという感想は持っておりま
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した。それに追い打ちをかけて、コロナが発生いたしまして、ますます厳しいんだろうなとい

うことも察しは出来ます。しかしながら、これを指定管理者だけでは、恐らく難しい部分があ

れば、市の持ち出し分等も恐らく出てくるんだろうなという中で、市の財政が非常に厳しいこ

とは、もうわかっておるわけですから、そういう中で、指定管理者の皆さん方と執行部が、い

かに密にして、厳しいは厳しいんでしょうけど、コロナ禍でどうやっていくかを、どういう考

えを持って対応されていかれるのかをお願いいたします。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） 指定管理者側とは、定期的に協議をもってございまして、そ

ういった中で、このコロナ禍の中、いろいろ検討を進めてございましたけども、なかなかコロ

ナの状況が続くということで、新たな展開ではございません。今後も、きっちり定期的な会合

を重ねまして、新たな観光展開、商品展開、こういったものを指定管理者としても考えていか

れると思いますので、市側としても、そういった部分につきましては、側面的な支援ができる

ところは、きっちり対応してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 田中辰夫君。 

○４番（田中 辰夫君） 大変厳しいと思いますが、頑張っていただきたいと思います。サイク

リング等は、非常に人気があるということはお聞きしております。どうか頑張っていただきた

い。お願いします。 

 次に参ります。平成３０年６月及び１２月議会において、小中学校への空調設備について質問

いたしましたが、全ての設置は完了したのか。また、ランニングコストが年間3,000万円ほどか

かるとのことでありましたが、実績を踏まえたランニングコストに変わりはないのか、お願いい

たします。 

○議長（園田 一博君） 教育部長。 

○教育部長（山下  正君） よろしくお願いいたします。 

 市内小中学校への普通教室等の空調設備工事につきましては、平成３１年３月から工事を順次

開始して、小学校、中学校とも令和２年３月に全ての設置が完了しております。空調設備の設置

に伴うランニングコストにつきましては、現在、まだ年度途中でございますから、過去１年間と

して、設置前の過去１年間を設置前の電気代と比較しますと、656万4,000円の増額となっており

ます。 

 ただ、令和２年度当初に、国の緊急事態宣言による臨時休校や、夏季休業期間の短縮なども実

施しておりますので、次年度以降も変動があるものと考えているところです。 

 また、来年度から、空調設備の点検、清掃に係る委託料を当初予算に計上しておりまして、そ

の予算額が、小中学校合わせて1,935万円となります。電気代と点検清掃委託料を合計するラン

ニングコストにおきましては、2,591万4,000円となる見込みですが、見込みで想定より400万円

程度の減となっておりますが、現在、リモート授業に対応するために、新たにまた空調を設置し
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ておりますので、この金額はまた動いていくものと考えております。 

 なお、今回の空調設備の整備において、コロナ禍における夏季休業期間の短縮など、猛暑の中

におきましても、学校の授業実施が可能になるなど、児童生徒の学習環境の改善が図られ、子供

たちの学びの保障には活用されているものと考えております。 

○議長（園田 一博君） 田中辰夫君。 

○４番（田中 辰夫君） この空調に関しましても、私も何回か一般質問等で行いましたけど、

この異常な夏の暑さで、私たちが子供のときの時代とは、本当に５度も幾らも違うんじゃない

かなと思うぐらい暑い今の気候でございます。そういう中で、これは、絶対必要なものであっ

て、また、国も前向きに考えていただいて、また、市のほうも前倒しでやったりとかいうこと

で早めに設置していただいたことは、非常に感謝申し上げます。これは、ランニングコストは、

いずれにしてもかかることであります。しかしながら、子供たちが安心して安全な環境の中で、

勉強ができる、運動ができるということは、保護者のみならず、市民、全国の皆さん方が思っ

てることだろうと思います。こういう子供たちのために予算を使うことは、誰しも反対する人

はいないんじゃないかなと思っております。しかしながら、無駄はしてはいけないわけです。 

これには書いておりませんが、調理室ですね。議員の一般質問の中にもあったと思いますが、

そういう中で調理室あたりの温度も非常に高くなります。衛生的な面でも、あんまり高温になる

といけないということもございますから、調理室のほうも、まだ多分全部出来ていないんだろう

と思いますが、働く人の健康状態、職員の安全性も含めて、空調の設備を設置急いでいただきた

いと思いますが、これ質問しておりませんが、答えますか。 

○議長（園田 一博君） 教育部長。 

○教育部長（山下  正君） 空調設備に関しては、先日、補正予算で議決していただいて、登

立、今津、姫戸の３調理場に関しては、また新たに設計と工事のほうの計画をやっております。

残る分に関しては、大矢野中学校の調理場ということになりますけれども、そこに関しても、

順次、計画的にやっていければなというふうには考えております。 

○議長（園田 一博君） 田中辰夫君。 

○４番（田中 辰夫君） すいません、書いてないものを質問しましたけど、答えていただいて

ありがとうございました。そういうふうで、環境が変わっておりますので、環境に合った設備

を今後も続けていただきたいと思います。 

 次に参ります。令和２年１２月議会において、松島総合運動公園の子供広場について質問いた

しましたが、基本計画に代わるような計画は立てられたのか。また、老朽化への対応方針や内容、

その時期についてお伺いをいたします。 

○議長（園田 一博君） 教育部長。 

○教育部長（山下  正君） この件に関しましては、令和２年６月１０日に、松島総合運動公

園子供広場遊具等改修計画策定業務委託の委託契約を締結しまして、１１月に改修計画の策定

が完了したところでございます。当該業務委託におきましては、国土交通省都市公園における
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遊具の安全確保に関する指針等に基づき、全ての遊具の点検を実施したところ、経年劣化から、

多くの遊具の安全性が認められなかったところでございます。 

 令和３年度に計画している改修工事におきましては、全ての遊具を撤去し、新たに児童向けの

遊具や、幼児向けの複合遊具などの設置を行い、子供広場全体の改修を予定しております。現在、

多くの遊具を使用禁止としておりまして、市民の皆様に御迷惑をかけているところでございます

が、令和３年度の早期に着工ができるよう、進めてまいりたいと考えておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 田中辰夫君。 

○４番（田中 辰夫君） この問題も、再三、私は申し上げてまいりました。この上天草市にお

いて、公園という、花海好の大矢野町にございますけども、これだけの広さを持った公園は、

上天草市ではアロマが１番だと思っております。おまけに料金もいただかない、無料で使用で

きると。それで、ある程度の施設が整っているという環境の公園は、アロマの子供広場だと私

は思っております。そういうおかげもありましてか、アロマのスポーツの使用度が高く、サッ

カー、野球、テニスですね。で、体育館の競技等、非常に利用していただいております。本当

に感謝申し上げるところでございます。そのおかげをもちましてか、子供たちもたくさん来て

いるんです。家族連れで来て、子供たちは公園で遊ぶという環境があると思います。地元の

方々よりは、逆にそういう来られた方が利用されるのが多いんじゃないかと思うぐらいであり

ます。私も、孫たちと結構行っておりますが、特に、土曜、日曜、祭日の日は、よそから来ら

れた方々が多いように思います。 

そういう中で、部長が今申されましたとおり、老朽化のせいか知りませんが、ほとんどの遊

具が使えません。これがいつまで続くのかなというのが、私の実感でありましたが、今、部長の

答弁を受けまして、前向きに考えてちゃんと実行していくんだなということがわかりました。子

供ばっかりでなく、小学生、中学生、高校生あたりもおります。ここに事故があってはいけない

わけですよ。本当に安全な施設をつくっていただきたい。これは切にお願いをいたします。あり

がとうございました。 

 続きまして、平成２９年６月議会におきまして、上天草総合病院の医師不足及び看護師不足へ

の対応について答弁がありましたが、その後、課題は解消されたのか。解消されていないとすれ

ば、その理由は何なのか。また、看護学校を含めた、現在の病院の運営状況と、今後の経営方針

はということで、この２９年６月のそのときの答弁は、医師は１２名、看護師は１１３名という

答えをいただいております。よろしくお願いいたします。 

○議長（園田 一博君） 病院事務部長。 

○病院事務部長（森  千壽君） よろしくお願いいたします。 

 医師不足に関しましては、歯科医師１名を除いた数になりますが、平成２９年度は、常勤医師

１１名でございました。平成３０年度は４名増えて１５名。平成３１年度、令和元年度は３名減

少し、１２名。令和２年度は１名減少し、１１名で今年度をスタートしたところでございます。 
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実は、１０月には事業管理者が赴任していただき、また、民間の医師紹介会社からの内科医

１名を確保しました。ただ、熊本県の派遣医師の異動により、１名退職もあり、現在常勤医師１

２名体制となっているところでございます。 

令和３年度は、常勤医師２名が増え、１４名体制になる見込みではございますが、まだまだ

医師不足と認識しているところでございます。 

 看護師不足につきましては、看護学生への奨学金を平成３０年度に４名から５名へ１名増やし

まして、看護師確保に取組んでいるところでございます。現在、看護師の配置については、ある

程度充足していると認識しております。 

 病院の運営状況につきましては、今年度９月まで上半期は、新型コロナウイルス感染症の影響

により、入院及び外来患者数の減少により収益が落ち込んでおりました。１０月以降、入院患者

が増加し、収益が増加傾向となったところです。また、熊本県からの新型コロナの受入れ病床確

保対策に対応したこともあり、令和２年度の決算見込みといたしましては、新型コロナウイルス

感染症患者等入院病床確保事業補助金等もあり、経常収支は黒字となる見込みでございます。 

 今回、当院といたしましては、早急に発熱外来を設置し、新型コロナウイルス感染症への対応

を実施いたしました。上天草地域のＰＣＲ検査、当院ではランプ法検査を実施しておりますが、

その検査センターとなり、地域の基幹病院の役割を果たすことは出来たと考えております。これ

からワクチン接種も開始されますが、積極的に協力し、信頼と安心を提供できる市立病院である

べきと考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 田中辰夫君。 

○４番（田中 辰夫君） 病院におかれましては、管理者が昨年の１０月から赴任されたという

ことで、体制も整ったのかなと。これには、市長の御尽力もあって、本当によかったかなと思

っております。管理者が来られたことによって、今までの管理者、いろんな方がおられると思

いますが、今の管理者の人の考え方といいますか、方針といいますか。そういうのを皆さん方

で共有しながら、また、会議等をしながら、その人の考えを尊重しながら、医師不足のほうは

あるということでございますので、医師不足はなかなかですね、私は前質問したときも難しい

部分があるということはわかっております。しかしながら、この上天草総合病院の存続のため

には、私たちの言葉で言いますと、いいお医者さんじゃないとお客さんは来ないわけですね。

だから、やっぱりいいお医者さんを呼んでいただきたいというのが一般住民の声だと思います。

それで、年齢の高い先生もいらっしゃいますね。そうすると、あと何年かするとやめていかれ

る可能性もあるということもあって、非常に本当若い新しい先生も増やしていかなければいけ

ないんでしょうけれども、なかなか厳しい、地理的条件的な難しいところもあるんだろうと思

いますが、この上天草総合病院は、上天草市にとって非常に大きな存在と私は思います。この

病院がなくなったら、上天草市もなくなるような環境だと思います。それだけ必要な病院だと

思います。今、ご高齢の方が水俣病だったり、心臓病だったり、いろんな病気で苦しんでいら
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っしゃる人がたくさんいらっしゃいます。やっぱりそういう人を助けてくれるのも病院だと。

拠点基地として、この上天草総合病院が健全な形で長く愛される病院であってほしいと一議員

として思います。 

病院の先生方や看護師の皆さん、スタッフの皆さん方は、大変日頃から、つらい仕事だと、

きつい仕事だと思いますが、特に、このコロナの関係で、非常に神経も尖らせて、そういう中で

頑張っていらっしゃることは、私もわかっております。どうか先生方、皆さん、特に体には留意

していただいて、今後も邁進していただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 最後になります。新大矢野図書館建設についてお伺いをいたします。 

 コロナ禍により財政運営が厳しいという中で、今の時期に必要なのか。また、合併特例債を活

用する計画だが、市の持ち出しは幾らになる予定であるかを伺いますが、私は、もともと合併と

いうのは、同じものを幾つも造らなくていいんじゃないかというのが一つの狙いだったと思いま

す。各町に、今一つずつ図書館はあります。大矢野の森記念図書館、確かにこれは古い。私も認

識しております。だから、これは、何らかの形でしてやらなければいけないということは、私も

思っております。 

そういう中で、今、松島のアロマにあるのが中央図書館という図書館なんです。これとほぼ

匹敵するような図書館が、今回の図書館だろうと思います。いろんな複合的な図書館ではありま

す。それはわかります。このコロナの時期に、執行部が財政が厳しいということは公表されてい

らっしゃいます。そういう中で、いくら合併特例債といえども、造ることは出来ても、あとの維

持管理にお金がかかるのが当たり前です。 

また、図書と言いますと、本の管理、虫が食わないためとか、本を管理するためには、まだ

大切な設備が必要となってまいります。また、蔵書もなってくるでしょう。いろんな面で、建物

を建てるというだけで終わらないのが私は現状だと思っております。 

前回の議会におきまして、西本議員が、アンケートはとらないのかというのを市長に求めら

れましたが、市長はとらないという答弁をされました。議員の皆さんが市民の代表ですから、皆

さんが決断をしてくださいというような答弁をされたと思います。だから、私は、ここ何か月間

か、一般の市民の皆さんと会うたびに、この図書館どう思いますか。それぞれに自分なりに聞き

ました。大方、こんなのはいらないなという声が、私の聞いた範囲内では多かったです。 

 それと、もう一つは、宮津地区は非常に活性策としては、いい地域だと思います。私は、常に、

防災、災害のことを思っております。宮津地区が、本当にこの防災、災害に適した地域なのかと。

こういう地域にこういう施設を造っていいものかというのが疑問に私は思っております。そうい

うことも踏まえまして、この図書館建設が今の時期に、このときに必要なのかというのを問いま

す。よろしくお願いします。 

○議長（園田 一博君） 教育部長。 

○教育部長（山下  正君） 新大矢野図書館等整備事業につきましては、第２次総合計画にお

いて、図書館等を活用した地域の学びと交流拠点の充実及び地域の歴史資産の調査研究保存発
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信として掲げ、整備基本計画に基づき事業を進めているところでございます。 

 今回の整備におきましては、図書館と歴史資料室の機能を併せ持つ施設の整備と、崖地の落石

等の危険性が高く、公園としての機能が生かされていない天草四郎公園の整備をあわせて行うこ

ととしておりまして、地域の学びと交流拠点の充実及び地域における情報発信の拠点として、市

民の皆様にとって必要な施設であると認識しております。 

新図書館及び天草四郎公園整備の総事業費につきましては、地質調査、基本設計、実施設計、

工事監理などの設計費として約1億4,000万円。図書館等建設費として約10億円。駐車場整備、崖

地保護、天草四郎公園整備のための費用といたしまして、約3億6,000万円。合計15億円程度の事

業費を想定しております。財源につきましては、図書館建設基金3億6,000万円、合併特例債10億

8,650万円を充当する計画であり、残りの5,320万円を一般財源から予定しているところでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 田中辰夫君。 

○４番（田中 辰夫君） 今、部長からありましたが、合併特例債等を利用することによって、

今のところでは、一般財源が少ないような数字に見えます。合併特例債といえども、借金には

違いないわけです。ただ、充当率が良いというだけであって、借金には変わりないわけで、そ

ういう中で、やっぱりこの財政が厳しいです。今回も、ほかの議員さんも、財政について一般

質問をかけていらっしゃいます。この厳しいという中に、コロナが一つの原因ではあります。

確かに。コロナがなかったら、こういう問題も少なかったかもしれません。しかし、このコロ

ナによって、いろんな業界、いろんな団体が苦しんでおります。明日の生活もどうなるかとい

うぐらいの状況があります。現に、旅館ホテルも閉まってるところが多いです。そういう状況

の中で、どんなに有効な合併特例債とかにしても、造ればあとは維持管理がかかってくるんで

す。入場料とか、そういうので賄うぐらいの建物であり、お金であればいいんですけど、恐ら

くそれは厳しいんだろうと思います。 

だから、ここは、もう一度執行部の皆さん方とも、ゆっくりといいますか、執行部の皆さん

はやると決めてるんでしょうから、やるんでしょうけども、私が聞く範囲内では、市民の皆さん

は、大矢野地区の人からは、私が全部聞いたわけじゃないですけど、３町の方々から聞くと、反

対の意見が多かったように思います。そういう声を聞きましたので、アンケートはありませんで

したが、そういう声もあるということを認識していただいて、今後の建設計画に生かしていただ

ければと思います。 

 これで、田中辰夫終わります。ありがとうございました。 

○市長（堀江 隆臣君） 田中議員、私も発言してもいいですか。 

○４番（田中 辰夫君） 時間ありますよ。どうぞ。 

○議長（園田 一博君） 市長。 

○市長（堀江 隆臣君） 今、田中議員の御指摘を受けて、お答えしたいと思います。 
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図書館計画というのはですね、合併前の大矢野、旧大矢野町の頃からの懸案事項でもあった

というふうに聞いてますし、合併後もこれまで随分時間をかけて検討してまいりました。これま

でも関連予算については、全部田中議員も含めて可決をいただいたし、重要案件については、特

に、文教厚生常任委員会にも全部付託してやってきたところです。そういう中での判断でありま

す。 

で、投資に対してのですね、収益の必要性みたいなことをおっしゃいますが、私は、図書館

というのは、いわゆるＢバイＣの発想では、そういう発想をやってても決して出来ないというふ

うに考えてます。今後、将来を背負っていく世代の、教育環境であるとか、あるいは、移住者を

増やしたいなら、移住者の方々が文化的生活をしていく。あるいは、これまでの環境を整えるた

めに、図書館というのは、ネット社会では、とても携わる、見たりさわったり、研究したりとか

出来ない、いわゆる書籍が整えるのが図書館だというふうに思ってますので、そういった意味で

は、投資効果では、なかなか図れない部分が多分にあるというふうに考えてます。 

○議長（園田 一博君） 時間です。 

○市長（堀江 隆臣君） で、いわゆるその財源的についても、これまで随分言ってきましたが、

本当に造るのも決断、造らないのも決断だと思ってます。で、ここで、このタイミングで造ら

なければ、私は１０年後、絶対後悔するというふうに思ってます。そこの情報については、田

中議員も、一般市民の皆さん方よりは、はるかに情報があるわけです。そこら辺は、文教厚生

常任委員会の立場ならば、分析をして、その分については、市民に対しての情報発信をしてい

ただきたいというふうに思います。 

○４番（田中 辰夫君） はい。終わります。 

○議長（園田 一博君） 以上で、４番、田中辰夫君の一般質問は終わりました。 

 ここで、１０分間休憩します。 

 

休憩  午後 １時４１分 

                                             

 

再開  午後 １時５１分 

○議長（園田 一博君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 島田光久君から、資料の配付について申出がありましたので、会議規則第１５７条によって、

これを許可します。 

 １２番、島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） １２番、島田光久です。議長のお許しが出ましたので、一般質問に

入ります。 

 最初に、上天草市の３０年後の将来構想について質問いたしてまいります。 

 上天草市政も１８年目に入ります。少子高齢化、人口減少で地域の環境は大きく変化してきて
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おります。また、これまでの暮らしを次世代にどう繋いでいくか。私たちには、大きな責任もあ

ります。 

今日は、人口推移から見た３０年後の上天草市の状況について、お尋ねしたいと思います。 

 合併してから、これまでの平成１６年３月３１日から令和３年１月３１日まで、１０年ごとに、

年度末の人口の推移について、まずは、お尋ねしたいと思います。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） １０年ごとの本市の人口推移をお答えします。 

 人数は、住民基本台帳によるもので、その年の３月３１日の現在の数値でございます。 

 まず、合併した平成１６年の人口ですが、３万５，７２８人。その１０年後、平成２６年は２

万９，９５４人となってございます。そして、１番近い時期につきましては、これは、令和３年

の今年の１月末の数字を御案内したいと思います。１番近い数値で２万６，２２２人でございま

す。 

 合併前の旧町単位でも見てみますと、これも数値は合併時と先月末、今年の１月末の数値でご

ざいます。まず、旧大矢野町のエリア１万７，６７１人から１万３，５８５人。次に、松島町の

エリアでございます。合併時が９，２３４人、これが６，７６２人になったということでござい

ます。次が、旧姫戸町のエリアでございます。３，５３８人が２，３１８人になっております。

最後、旧龍ヶ岳町のエリアです。合併時が５，２８５人。これが３，５５７人になっております。 

 以上でございます。 

○議長（園田 一博君） 島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） 平成１６年の合併から令和３年１月３１日まで９，５００人ほどの

人口減少が見られております。この人口比率で見た場合に、全体で２６．６％、約４分の１で

すね、全体で減っております。 

そして、旧町単位に見ると、大矢野町で２３．１％、松島町で２６．８％、姫戸町で３４．

５％、龍ヶ岳で３２．７％で、人口比率で見た場合は、どうしても姫戸町が１番３４．５％で、

人口の減少率高いです。そして、龍ヶ岳が３２．７％ということで、どうしても合併当初から想

定されていた周辺市町村が人口率でいった場合には、減少傾向にあります。 

それとあわせて、高齢化率見てみましても、１６年３月３１日、２８．４％だったのが、令

和３年１月３１日で４１．０％。これも、大矢野町が高齢化率、町単位で３９．３％。松島町が

３９．１％。姫戸町が４７．９％。龍ヶ岳町が４６．４％。どうしても姫戸町、龍ヶ岳町が高齢

化率も高い傾向にあります。この人口減少、自然増減、出生と死亡という形で数値を見てみます

と、毎年３００人ほど死亡のほうが多くて、自然減があります。そして、社会増減見ると、転入

転出ですね。２３０人前後１年間で減少しており、平均値は、この数値によると年間５６０人ほ

ど減少しております。 

 今後ですね、３０年間もこの傾向で人口が減少していくのか、どうなのか。人口の推移、今後

３０年間の人口の推移についてお尋ねします。 
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 それと、また、必ず人口下げ止まりも私あると思うんですけど、人口の下げ止まりというか、

緩やかになるのは何年後になるのか。その辺についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） 国立社会保障人口問題研究所の推計方法に準拠し、平成２７

年１２月に、上天草市人口ビジョンを本市でも策定いたしました。それによりますと、約３０

年後の２０５０年の本市の総人口は、１万３，５５５人というふうに予測しているところでご

ざいます。現在の人口のほぼ半分程度という推計値でございます。令和で言いますと、今の２

０５０年は、令和３２年ということでございます。この人口ビジョンでは、２０６０年までを

予測しておりまして、人口の推移としましては、２０３０年が２万１，０８５人。２０４０年

が１万７，１８８人。２０５０年が１万３，５５５人。２０６０年が１万６１２人となってお

ります。減少の割合で見ますと、下げ止まりの時期は、約３０年後の２０５０年頃に、下げ止

まりになると予測しております。これは、一定の考え方、条件に沿ったあくまでも予測値推計

値でございますので、今後、ぶれる可能性もございます。 

 以上でございます 

○議長（園田 一博君） 島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） これは、市が作成している人口ビジョンでありますけど、当然、３

０年後、２０５０年度の人口ピラミッドを見ると、８５歳、９０歳以上の人口の割合がものす

ごく高くなってきております。仮に、今の推移で、３０年後人口が半分になったと想定した場

合に、上天草市の私たちのこの地域それぞれ大きく様変わりをしてくると考えられます。 

 ここで、市長にお尋ねしますけど、それは、人口の推移で、今、数字をひらいましたけど、当

然、これに近い数値で人口減少していくと思いますので、行政の在り方等を含めて、相当覚悟を

持って人口問題に取り組む必要があると私は思うんですけど、市長はどのようなふうな認識であ

りますか。 

○議長（園田 一博君） 市長。 

○市長（堀江 隆臣君） そうですね、３０年後ということなので、かなりの推測も入ってます

が、今、いわゆる２０５０年は、日本全体で人口が１億人を割り込むというふうに言われてま

すので、島田議員がおっしゃったように、その推計に近い数字になっていくものというふうに

は私も考えます。その中で、その町をどうやってつくっていくかということ、あるいは、行政

としてどうなのかということだろうと思うんですが、３０年の時間は、私は、まず、我々が置

かれてる環境も随分変わってるんじゃないかというふうに思ってます。今、国も言ってますよ

うに、いわゆる２０５０年には、ゼロカーボン社会を実現するというふうに言ってますので、

もしそれが予定どおり計画どおり進むのであれば、今既存のいわゆる自家用車等は、もうほぼ

なくなってると思うし、新エネルギーのモビリティに変わってるということにもなります。あ

るいは、通信環境なんかも随分進むと思いますので、例えば、今のＶＲとかですね、バーチャ

ルでの通信がもう一般的になって、遠く離れててもいろんなコミュニケーションのとり方が実
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現可能になってくるんじゃないかなとも思うし、いわゆる人工知能が発達して、人工知能搭載

の介護用ロボットとか、多分そういうのも実現してる可能性だって十分あるかなと思います。 

ただ、社会をつくるのが人間というのは、もう間違いないので、我々がどう関わっていくか

ということになっていくんですが、恐らく３０年後については、もう正直今以上に、コンパクト

シティーを目指していくというような時代になってきてるんじゃないかなという気はしておりま

す。 

○議長（園田 一博君） 島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） 当然ですね、確かに、市長が今述べられたように、デジタル化とか、

相当高度な技術が入ってきて、私たちが想像以上の環境に変わっていくかなと感じがします。

でも、当然、人間生きていくわけですから、どうしても高齢者の平均年齢相当上がってくると

思います。 

そして、また、当然高齢者の１人当たりの行政コストも当然増えてくると思います。比率が

どうしても。でも、総人口が減少してきた場合には、歳出全体も相当下がってくるんじゃないか

と私は考えるんですけど、特に、地域で暮らしていける地域を、どう私たちがつくっていくか。

例えば、子育てしやすかったり、高齢者が暮らしやすかったり、こういう家族支援や介護施設の

運営をしやすいような地域もしっかりつくっていく必要が私あるんじゃないかと思っております。

そして、財政面においても、後で財政お尋ねしますけど、長期的、いろんなシミュレーションを

行って、上天草市の将来の姿を定めながら、人口減少による課題に耐えていけるような財政構造

も、これからしっかり知恵を出してつくり上げておく必要が当然あると思います。これも、市と

して、今のところ結構やってもおります。でも、それ以上に、その必要性が私は出てくるかなと

いう形は思います。 

 それと、次に行きますけど、今の人口減少比率で、姫戸、龍ヶ岳地域も確かに格差を感じる人

も結構多いです。でも、龍ヶ岳、姫戸地区だけじゃなくて、大矢野島を見ても、周辺部は相当過

疎化が進んでおります。これを、現状の人口減少を見た場合に、どのように捉えているのかにつ

いてお尋ねします。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） ただいまの質問は、集落の過疎化、あるいは、地域間格差と

いうことでようございますでしょうか。失礼いたしました。 

 集落の過疎化でございますが、人口の急激かつ大幅な減少により、地域社会の機能が低下し、

住民が一定の生活水準を維持することが困難になった状態のことと理解しております。上天草市

では、合併当時から現在までの人口が減少しており、各集落や地場産業の担い手不足が明らかと

なるなど、過疎化が進行しつつあるというふうに認識しているところでございます。 

また、地域間格差でございますが、二つ以上の地域間に見られる社会的経済的な発展の差異、

違いのことと理解しております。本市におきましては、例えば、民間投資につきましては、各地

域の立地条件などの違いによる差はありますけども、本市としましては、地域の均衡ある発展を
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図るための投資も行っておりまして、大きな地域間格差は生じていないものと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（園田 一博君） 島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） 確かに、合併当時は、龍ヶ岳、姫戸ラインからここの大矢野まで来

るのに、相当国道整備遅れていました。その解消は、ここ１７年間で大分解消されて距離的に

は近くなりました。でも、確かに、人口減を考えると、どうしても格差を感じる市民の方が相

当増えております。だから、今後、市として、集落の活性化及び地域間格差是正に向けて、取

り組む必要があるかなと思います。特に、龍ヶ岳、姫戸地域は、人口減少、高齢化率も高くな

ってきております。何らかの策を打たないと、将来的に相当寂れていくという言葉は悪いんで

すけど、格差が広がるような感じが私はしますので、姫戸、龍ヶ岳地域にこれまで１７年間そ

ういう新しい事業というのが、私の知る限りであまり取組がなかったので、今後、向こうのほ

う、姫戸、龍ヶ岳ラインの活性化に向けて、何か計画があるのか、ないのかについてお尋ねし

たいと思います。 

○議長（園田 一博君） 企画政策部長。 

○企画政策部長（花房  博君） まず、本市としましては、上天草市第２次総合計画の最重点

戦略である観光産業の振興を図り、市全体の調和のとれた均衡ある発展を目指す考えでござい

ます。 

 この取組としましては、上天草市グランドデザインに基づきまして、宮津や天草五橋周辺を重

点整備地域としまして、観光事業の拡大を図るとともに、そこに集客した来訪者を、ほかのエリ

アに周遊させ、集落の活性化及び地域の均衡ある発展に取り組んでおります。 

 また、本年度、姫戸、龍ヶ岳地区におきましては、地域の魅力ブラッシュアップ事業と題しま

して、ワークショップを行ってまいりました。メンバーは、熊本大学の先生が進行役となり、地

元産業の中心で活躍している方々、あるいは、上天草高校の生徒さん、市役所の職員、こうした

メンバーでワークショップを行いまして、地域の活性化に向けた課題や解決策などについて整理

したところでございます。参加者の声としましては、例えば、日常的に、様々な世代の方々が地

域の未来を語り合うような交流の場、こういった交流の場があったらいいなというものが多く聞

かれました。そうしたこともあり、まずは、地域おこし協力隊を導入しまして、地域の方々が主

体的に取り組むことをみんなで考えていくような交流の場を構築し、参加者の方々が楽しみなが

ら実現していくような体制づくりを、今後つくってまいりたいと考えております。このように、

全体的な取組、個別の取組を行いつつ、集落等の活性化、または、均衡ある発展を図ってまいり

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） この人口減少は、行政、あるいは、地域社会、家庭の在り方につい

て根底から変えてきます。これからは人口が減っていくことを前提として、行政も住民も一体
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となって、この人口減少を危機感ではなく、地域全体として、人口減少がもたらす問題に立ち

向かっていく必要が私あると思うんです。だから、ぜひ積極的に、今までの常識だったのが、

今後常識じゃないという点も出てくるかもしれませんけど、市民の理解を得ることも必要にな

りますけど、ぜひ、積極的に挑戦してもらいたいと思います。 

 次に行きます。上天草市の財政事情と財政運営についてお尋ねいたします。 

 昨年１０月に示された令和３年度予算編成方針に基づいて、令和３年度当初予算は編成された

と考えますが、方針どおりの編成が出来たのか。まず、これについてお尋ねしたいと思います。 

○議長（園田 一博君） 総務部長。 

○総務部長（宇藤 竜一君） お答えいたします。 

 令和３年度当初予算の編成に当たっては、新型コロナウイルス感染症に係る事業費の増加や、

市税等の減収により一層厳しさを増す財政状況を乗り切るため、確実な歳入確保に努めるととも

に、全ての事務事業を徹底検証し、限られた財源を重点的かつ効果的に活用することとしました。

その結果、令和３年度一般会計の歳入歳出予算総額は178億273万5,000円となり、前年度比マイ

ナス２．３％、4億1,722万3,000円の減となり、同ウイルス感染症予防対策等の純増の費用があ

る中、過去５年間において、２番目に少ない予算規模となったことは予算編成方針に沿った編成

が出来たことによるものと考えております。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） 確かに、当初予算は結構減額で予算組めたと思いますけど、毎年、

１年間終わった決算になると、ものすごく膨らんできます。特に、令和２年度は、コロナ関係

の予算がもう膨大に膨れたから、恐らく決算では相当膨らんできていると思います。だから、

今年度も、まだコロナ対策私も必要だと思います。でも、補正予算でどんどん積み上がってい

くと、せっかく、当初予算一生懸命皆辛抱して、我慢して予算計上を担当課されております。

だから、ぜひ、来年に向けて、来年度当初予算に向けてもですけど、この補正予算の編成とい

うとは、もうちょっとしっかり取り組む必要がありますので、この２番目の補正予算の編成に

ついて、どのように考えておられるか。まず、お尋ねします。 

○議長（園田 一博君） 総務部長。 

○総務部長（宇藤 竜一君） お答えいたします。 

 補正予算につきましては、通常、自然災害への対応や、新型コロナウイルス感染症対策のほか、

法律の改正や経済変動等により、国、県の補正予算の対応など、真に必要性や緊急性の高い事業

について計上することとしております。厳しい財政状況にあっても、真に必要な事業が先送りさ

れ、市民サービスの低下や地域経済が衰退するような事態となってはならないことから、補正予

算の編成に当たっては、国、県の補助金や地方債等の活用はもとより、あらゆる税源確保に努め

ながら計上してまいりたいと考えております。 

 以上です。 
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○議長（園田 一博君） 島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） 次行きます。令和３年度の予算編成においては、令和６年度には、

財政調整基金が枯渇するとのシミュレーションを示されていますが、枯渇した場合に、市民に

どのような影響が及ぶと推測されるのか。これは１番大きな市民に与える影響でありますので、

その辺をお尋ねしたいと思います。 

○議長（園田 一博君） 総務部長。 

○総務部長（宇藤 竜一君） お答えいたします。 

 財政調整基金が枯渇した場合、突発的な自然災害など、緊急の財政措置が出来ないことや、年

度間の財政不足にも備えられず、毎年度の予算編成が困難となり、現状の行政サービスが維持出

来なくなる恐れがあります。令和３年度予算編成方針で示した財政収支シミュレーションにつき

ましては、１２月議会でも御質問があっておりましたが、歳入面では、人口減少により、普通交

付税の減額や新型コロナウイルス感染症の影響による市税等の減収、歳出面では、投資的経費に

ついて、昨年６月に作成した普通建設事業計画を基本に、全ての事業を実施した場合を想定して

機械的に試算したものであることを御理解ください。そのため、大変厳しい財政見通しとなった

ところですが、こうした厳しい財政見通しを踏まえ、先ほど説明しましたように、令和３年度予

算編成方針に沿って予算編成を行った結果、令和３年度の財政シミュレーションの予算額及び財

政調整基金取崩し額を下回ることになりました。今後も、財政調整基金が枯渇することのないよ

う、収支均衡を考慮した予算編成に努めるとともに、本市にとって適正な基金残高を確保する上

で、必要に応じて決算剰余金等を積立ててまいります。 

 以上です。 

○議長（園田 一博君） 島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） 令和３年度の予算編成方針において、令和６年度までの財政状況の

悪化が予測されています。要因は、今、半分ぐらいは部長が答えられましたが、ほかにはない

ですか。悪化の要因ですね。 

○議長（園田 一博君） 総務部長。 

○総務部長（宇藤 竜一君） 概ねやはり計画をそのまま計上したというところが大きいと思い

ます。あと、コロナですね。コロナの影響があると思います。 

○議長（園田 一博君） 島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） 確かに、先ほど人口減少の話をしてきましたけど、人口減少で恐ら

く相当財政は厳しくなってくると思います。そして、国の交付税にしても、今後増えるという

ことは想定出来ないと思うんですけど、どこをどのように行革も含めて、財政状況をしっかり

もう１回見直すとか見つめ直すとかいう作業もあってもいいかなと私は思います。細かいこと

は、また機会があったらしっかりやりたいと思います。 

 次は、今、公共施設の、合併時に４町がいろんな施設をお互いに持ち寄って合併しております。

だから、活用されていない施設も相当あります。そして、小中学校とか保育園とか統廃合されて、
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確かに少しはスリムになったんだけど、そのあとの処理というのが、ほとんど進んでいない面が

あります。だから、確かに、公共事業計画においては、シミュレーション出来ております。学校

は統合したが、校舎はそのままとか、それが、まだもう合併して１５、６年過ぎるんだけど、放

置された状態になっております。財政事情は相当厳しいと思いますけど、今、個人の空き家とい

うのは相当増えております。だから、その空き家対策、今、取り組んでいますけども、行政が持

ってる空き家を、早めに整理する。売るなり、貸すなり、売却する、解体するなり含めて、特に

ここしばらく今後は財政事情が厳しくなってきますので、合併特例債等活用できたとするなら、

積極的に私取り組む必要があると思うんですけど、この現在の公共施設の取扱いですね。適正に

行うことが必要でありますけど、公共施設総合管理計画の進捗状況というのは、現状はどのよう

になっておりますか。 

○議長（園田 一博君） 総務部長。 

○総務部長（宇藤 竜一君） お答えいたします。 

 本アクションプランの進捗状況につきましては、策定後約３年が経過する令和３年３月末の見

込みでございますが、施設数が計画策定時は４１９施設を４０２施設となり、１７施設の削減を

見込んでいるところでございます。延べ床面積で１，６０７．８８平方メートルの減少し、施設

総量を減量しているところでございます。 

○議長（園田 一博君） 島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） この管理計画によると、相当細かく、例えば、集落の集会場も含め

て、令和２年度までには譲渡するみたいな形で、数も相当あるんですけど、今年度までとなっ

ているんですけど、その辺はほとんど進んでいないかなという感じがするんですけど、その辺

はどうですか。これに入ってないんでしょうか。 

○議長（園田 一博君） 総務部長。 

○総務部長（宇藤 竜一君） 議員御指摘のとおり、進捗率としてはよろしくありません。原因

といたしましては、このアクションプランを計画的に進めるために、庁内での横断的な調整不

足が原因の一つであると考えております。また、個別計画の遅れが生じている取組項目につき

ましては、地域移譲や民間移譲が主なものになっておりまして、移譲や譲渡に当たって、受入

れ先の説明しているところですが、施設の老朽化が激しい施設があり、受入れ先の理解を得る

ことが難航している状況でございます。 

○議長（園田 一博君） 島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） 当然、今後、財政状況は厳しくなっていくと想定するならば、とり

あえずできることは、この行革だと思うんですよ。そして、最終的には、いろんな経費、人件

費も含めて入る時期が状況したら来るかもしれないんだけど、今できることは、もう粛々とし

て、行政をいかにスリム化するということが私は１番大きな課題だと思うんです。特に、合併

時、行政は２庁舎持ってきております。人口が１万２，０００、３，０００になってきた場合

に、２庁舎体制どうなのか。そういう議論も、今後、今から進める必要が私はあると思うんで
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す。将来的に。上天草市しっかり暮らしを守っていくためには、確かに厳しい判断をする時期

も私は来るんじゃないかと思っております。だから、今できることは、公共施設の管理計画で

すね。当然、計画にのっとって、確かに、今、部長おっしゃったように、老朽化した施設もあ

ります。そして、必要だったら建て替えもいるかもしれません。住民の理解を得るためには、

その辺もありますけど、もうちょっと積極的に取り組んで、行政の負担も含めてスリム化を思

い切って進めないと、この人口減少に行政として対応していくのが厳しい時期が必ず来ると思

います。だから、市長、どうですか。その辺の現状、今後の行政の在り方として公共施設等を

しっかりもうちょっと積極的に取り組む、もちろん財政が発生するもんだから。 

○議長（園田 一博君） 市長。 

○市長（堀江 隆臣君） 公共施設のマネジメント計画というのは、島田議員がおっしゃったそ

のとおりだというふうに思います。で、新年度からは、私を本部長として、マネジメント計画

の推進本部というのを立ち上げて、総務部長が、今さっき答弁で申し上げたように、やっぱり

横の連携がとれてない部分も感じるのは感じます。要は、どういうことかというと、例えば、

その５年後に廃止するとか、民間に譲渡するとかいう計画になっても、その職員も当然異動も

あるし、その５年後のことなんで、今差し当たって急にやることが特段差し迫ってるわけじゃ

ないので、段々段々計画も遅れがちになっていくというのも当然あると思います。譲渡するな

り、運営の方針を変えたりとか、廃止するとか、そういうのは大きな決断なので、当然、住民

に対しての説明も必要になります。そういう説明をするのも、非常に難しいというか苦労が多

いので、なかなか先送りになるとか、そういうことも多分にあったんじゃないかなという思い

はあります。とにかく全庁挙げて対応するように推進本部をつくるということと、当然、財源

も伴いますので、今、このマネジメント計画に対しての基金を、今、10億程度積んでおります

ので、まだこれでも十分な額ではないんですが、当面の財源として、進めていきたいというふ

うに考えております。 

○議長（園田 一博君） 島田光久君。 

○１２番（島田 光久君） やはりもう、当然、財政は今後厳しくなって来ますけど、人口減少

もどんどんきて、私の地域の暮らしをどう守っていくかということも、これから大きな課題に

なってきますので、しっかりその辺は積極的に、市長が先頭になって、ぜひ頑張ってもらいた

いと思います。 

 これで、私の一般質問を終わります。 

○議長（園田 一博君） 以上で、１２番、島田光久君の一般質問は終わりました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。次の本会議は、３月８日午前１０時から行いま

す。 

 本日は、これで散会いたします。お疲れさまでした。 

 

散会  午後 ２時２６分 


